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○ 京田辺市章 ○ 

京田辺市マークの示す意味 

 京田辺の田の文字をかたどり、丸い円は市民の融和

を意味し、横に突き出た部分は無限にのびゆく京田辺

市を表現したものである。 

（昭和３７年６月２８日制定） 

（平成９年４月１日市制施行に伴い、田辺町章を京田辺市章とした。） 

○ 京田辺市市民憲章 ○ 

 わたくしたちは、未来に向かって、明るく住みよい緑豊かなまちづくりを進めて

いくために、市民憲章を定めます。 

 わたくしたちは、自然環境をまもり、美しいまちづくりを進めます。 

 わたくしたちは、産業と生活をはぐくみ、快適な田園都市をめざします。 

 わたくしたちは、心のふれあう、健康で明るい福祉のまちを築きます。 

 わたくしたちは、歴史と文化を大切にし、心豊かな人づくりに努めます。 

 わたくしたちは、世界と手をつなぎ、力を合わせて平和なまちをつくります。 

（昭和４１年１０月１日制定） 
（平成９年４月１日市制施行に伴い、田辺町住民憲章を京田辺市市民憲章とした。） 

○ 京田辺市の木 ○ 

南京はぜ 

 京都の南部に位置する市にふさわしい木として紅葉美しい

「南京はぜ」を選んだ。 

 木の強さは、のびゆく市にふさわしい。 

（昭和４２年１１月１日制定） 

（平成９年４月１日市制施行に伴い、田辺町の木を京田辺市の木とした。） 

○  京田辺市の花 ○ 

           ひらどつつじ 

 市の気候風土に適し、木が強く、花弁も大きく、美しいとこ

ろからのびゆく市にふさわしい。 

（昭和４４年６月１６日制定） 

（平成９年４月１日市制施行に伴い、田辺町の花を京田辺市の花とした。） 
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Ⅰ 京田辺市の概要 

 
（１） 市の沿革 

 京田辺市の歴史は大変古く、早くから文化の開けたところであり、市内には、天神山 

竪穴住居跡群や飯岡古墳群をはじめ、数多くの遺跡が発見されています。また、古事 

記・日本書紀・万葉集などにもうたわれている「筒城」は、後に郡名（綴喜郡）にもなり、 

継体天皇が筒城宮として山城の国に皇居を最初に定められた地といわれています。 

 奈良時代には、奈良から大宰府に通じる山陽道の山本駅が設けられるなど、交通の 

要衝として開けていました。また、市のシンボルでもある甘南備山は、平安京造営に際 

し、基準点として利用されていました。 

 平安時代末期から室町時代には、源平の戦乱の時代に三度も関白職についた近衛 

基通や一休禅師のような名高い高僧がこの地を愛し、晩年を過ごしています。 

 明治３１年には、ＪＲ片町線（学研都市線）の前身である関西鉄道が長尾～木津間に 

開通し、田辺駅（現、京田辺駅）が設置されました。また、昭和３年１１月には、奈良電 

気鉄道（現、近鉄京都線）が京都～西大寺間に開通することにより、南山城地域の中 

心地として発展してきました。 

 明治２２年の市制町村制実施に際し、田辺村、薪村、河原村、興戸村の４か村が合併 

して、田辺村となり、明治３９年１０月１２日に町制を施行し、田辺町となりました。昭和２６ 

年には隣接する大住村、草内村、三山木村、普賢寺村の４か村を編入統合しました。 

その後、平成９年４月１日に市制を施行し、京田辺市となり現在に至っています。 

（２） 位置と面積 

 本市は、京都府の南西部にあり、南山城地方の中央やや西寄りに位置しています。 

 東は木津川をはさんで城陽市、綴喜郡井手町と接し、西は生駒山系により大阪府枚

方市、奈良県生駒市と境を分かち、北は八幡市、南は相楽郡精華町と接しています。 

 市の中心部から直線距離にして、京都市へ約２２㎞、大阪市へ約２８㎞、奈良市へ約

１７㎞と、近畿大都市を結ぶ三角形のほぼ中心に位置しています。 

 また、国家的プロジェクトとして京都府、大阪府、奈良県にまたがる京阪奈丘陵にお

いて建設が進められている関西文化学術研究都市の北東部分となります。 

市役所の位置

１３５度４６分１３秒 ３４度４８分４０秒
東　経 北　緯

総面積
（ｋ㎡）
４２．９４

広ぼう（㎞）
東　西
５．５

南　北
１０．９  

（３） 地 形 

 本市の地形は、西部が生駒山系に連なる丘陵地であり、東部は淀川の三大支流の

一つである木津川のつくりあげた沖積地からなる平野であり、甘南備山の麓から扇状に

ひろがった東斜面の不等辺三角形のまちです。丘陵地から低地に至る緩傾斜地帯には、

集落が多く分布し、四季それぞれに特色をもつ良好な自然環境に恵まれています。 

（４） 地 質 

 本市の地質は、甘南備山に僅かながら古生層が見られますが、市の西部丘陵地域

は、大阪層群と呼ばれている洪積層の砂や粘土・礫などによって構成されたやわらかい

地層です。この洪積地域の東側の木津川沿いの低地帯は、木津川によってつくられた

沖積層です。 
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Ⅱ 平成２１年度 京田辺市教育の方針 

 

京田辺市の教育は、活力とうるおいのある未来をつくるため、確かな見通しを持って

主体的に生き抜く、創造性あふれる心豊かな人間の形成を目指すものである。 この

教育の目標を達成するためには、確かな学力、豊かな人間性、健康や体力など「生き

る力」の育成を基本とし、情報科学の進歩をはじめ、急速な社会の変化に柔軟かつ的

確に対応する能力や資質の育成に努めることが必要である。 各学校・園は教育課題

を明確にし、子どもや地域の実情に応じた特色ある教育活動の充実に努めるとともに、

開かれた学校を目指し、家庭や地域社会との連携を図る 。  

 社会教育においては、基本的人権の尊重を基盤に、生涯学習社会の実現に向けて、

社会の変化に対応した学習課題を明確にし、学習環境の総合的な整備・充実に努め

ることを目標とする。そのため、市民の自発的な学習活動を支援するとともに、学校、

家庭、地域社会が連携しながら、生涯学習、文化・スポーツ活動の振興に努めなけれ

ばならない。京田辺市教育委員会は、学校教育、社会教育、社会体育の密接な連携

を進め、子ども達の豊富な社会体験を通して人間形成に努めるとともに、市民の生涯

にわたる学習活動を推進し、地域に即した教育活動の創造と活性化のために、なお

一層の努力を図るものである。特に、心の教育の充実、子どもたちの安心・安全の確

保のための取組、学校図書館の充実、校種間連携の推進、同志社大学及び同志社

女子大学との連携に努めるものである。このため、平成 21 年度における学校教育、社

会教育、社会体育において、それぞれ重点を定め、緑豊かで健康な文化田園都市づ

くりを目指すものである。  
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Ⅲ 教育行政 

１．京田辺市教育の沿革  
 

昭和 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

1947 

 

 

 

 

 

 

 

３月３１日、教育基本法・学校教育法公布。６・３・３・４制発足。

４月１日、小学校令施行に伴い田辺町立田辺小学校、大住村立大住 

小学校、草内村立草内小学校、三山木村立三山木小学校、普賢寺村立

普賢寺小学校と改称。５月３日、日本国新憲法施行。５月５日、  

田辺・大住・草内３ケ町村組合立田辺中学校、三山木・普賢寺２ケ村

組合立南山中学校創立。６月２５日、前記５ケ町村は２中学校を  

廃し、田辺中学校を創立。 

〃 

 

23 

 

1948 

 

４月１日、田辺中は普賢寺分教場を廃し、田辺小で午前と午後の２部

授業。７月に田辺中は新校舎が落成し、２学期より２部授業終わる。 

〃 25 1950 １２月１日、田辺中学校校歌制定。 

〃 

 

 

26 

 

 

1951 

 

 

４月１日、田辺・大住・草内・三山木・普賢寺の５ケ町村が合併して

田辺町となる。人口１５,３９１人、３,２２９世帯。田辺町立田辺・大住・  

草内・三山木・普賢寺小学校・田辺中学校となる。 

〃 27 1952 ４月、町立田辺技芸学院創設。１０月１日、田辺町教育委員会発足。 

〃 28 1953 ８月、南山城地方集中豪雨。 

〃 29 1954 ６月１日、田辺音頭できる。 

〃 

 

30 

 

1955 

 

４月、田辺小学校完全給食実施（以降各小学校で順次実施）。 

４月１日、各区の集会所を公民館に。７月２日、町立田辺図書館開館。 

〃 31 1956 ５月２３日、田辺小障害児学級新設。 

〃 33 1958 ４月１日、社会体育指導員を委嘱。 

〃 

 

34 

 

1959 

 

５月１日、町立田辺高等技芸学校を田辺へ移転する（昭和４０年３月 

廃校）。 

〃 36 1961 ９月１６日、第２室戸台風、田辺中の講堂兼体育館の天井飛ぶ。 

〃 38 1963 ４月１日、府立田辺高等学校開校。 

〃 

 

 

40 

 

 

1965 

 

 

８月１２日、田辺小･三山木小の水泳プール完成。１０月１日、国勢調

査、町人口１７,３３３人、３,９２８世帯。１０月７日第１回町民運動会開

催。 

〃 41 1966 １１月３日、第１回町民文化祭開催。 

〃 43 1968 ６月２８日、文化財保護委員会委嘱。 

〃 45 1970 １０月１日、社会教育委員委嘱。 

〃 46 1971 ４月１０日、町立田辺幼稚園開園。 

〃 

 

47 

 

1972 

 

４月６日、町立田辺東小学校開校。４月１０日、町立田辺東幼稚園開園。

７月１９日、田辺小ことばの教室新設。 

〃 48 1973 ４月１０日、草内幼稚園、４月１１日、大住幼稚園開園。４月１７日、
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   田辺東小留守家庭児童会開設（以降各校で開設）。 

昭和 

 

49 

 

1974 

 

３月３１日、普賢寺小学校打田分校廃止、高船・打田に通学用バス運行。

７月、町立中央公民館完成。 

〃 50 1975 １０月１日、国勢調査、町人口３０,０２５人、７,７９４世帯。 

〃 51 1976 ４月１２日、三山木幼稚園開園。 

〃 52 1977 １０月６日、移動図書館車運行開始。 

〃 

 

53 

 

1978 

 

１０月１３日、田辺小、週１回の米飯給食実施。 

１２月１１日、町人口３万５千人をこえる。 

〃 

 

54 

 

1979 

 

４月１日、松井ケ丘小学校開校。４月５日、松井ケ丘幼稚園開園。 

４月６日、田辺中学校より大住中学校が分離して新設開校。 

〃 

 

55 

 

1980 

 

４月５日、田辺小学校より薪小学校が分離して新設開校。薪幼稚園開

園。４月１４日同志社国際高校開校。４月２０日、田辺公園野球場完成。 

〃 

 

56 

 

1981 

 

３月、町人口４万人をこえる。 

４月、田辺町青少年野外活動センター完成。 

〃 57 1982 ４月８日、田辺中学校より培良中学校が分離して新設開校。 

〃 59 1984 ７月２５日、大住小学校より桃園小学校が分離して新設開校。 

〃 

 

61 

 

1986 

 

４月１日、国鉄片町線に「同志社前駅」新設。４月２７日、同志社大学

田辺校地でキャンパス完成。 

〃 62 1987 １月、田辺町役場新庁舎開庁。７月、田辺中央体育館完成。 

〃 

 

63 

 

1988 

 

８月、全国小学生ハンドボール大会始まる。１０月１６日、第４３回 

国民体育大会ハンドボール競技会開催。 

平成 

 

元 

 

1989 

 

４月、北部住民センター開所。５月、田辺公園テニスコート全天候化 

リニューアルオープン、中央体育館トレーニングルームオープン。 

〃 ３ 1991 町立中央図書館完成。６月、田辺公園プール開所。 

〃 

 

 

４ 

 

 

1992 

 

 

８月、外国人英語指導助手（AET）設置。大住中学校コンピュータ教室

設置工事完了。９月、学校週５日制（第２土曜のみ）実施。スポーツ  

振興審議会設置諮問。 

〃 

 

５ 

 

1993 

 

５月、「たなべ・同志社ヒューマンカレッジ」開講。１２月、大住中、

第１回全国中学生駅伝大会（熊本）出場。 

〃 ６ 1994 １２月、スポーツ振興審議会答申。 

〃 

 

 

７ 

 

 

1995 

 

 

４月、幼稚園３歳児保育実施。「スクールカウンセラー」設置。１０月

２９日、大住中、第４３回全日本吹奏楽コンクールに出場。１０月、 

国勢調査で人口５３,０４０人となる。 

〃 

 

８ 

 

1996 

 

「ふるさと体験学習」全小学校区で実施。「生涯学習推進基本計画」  

策定。９月１７日、薪小、インターネット上にホームページ開設。 

〃 

 

 

９ 

 

 

1997 

 

 

４月１日、市制施行により「京田辺市」となり、各学校などは京田辺市

立となる。京田辺市生涯学習推進本部設置。推進協議会委員・推進協力
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   員委嘱。５月、「京田辺市スポーツ賞」制定、実施。６月、京田辺市   

野外活動センター拡張工事完成。全国高等学校総合体育大会ハンド  

ボール競技開催。 

平成 

 

 

10 

 

 

1998 

 

 

培良中学校グランド夜間照明施設設置。適応指導教室「ポットラック」

開設。１１月、文化祭、くらしのフェアなどを「京田辺市民まつり」と

して合同実施。 

〃 

 

11 

 

1999 

 

田辺中、文部省より、スクールカウンセラー活用調査研究「心の教室」

コンピュータ活用調査研究指定校となる。 

〃 12 2000 ４月、普賢寺幼稚園開園。 

〃 

 

 

13 

 

 

2001 

 

 

松井ケ丘小学校増築工事完成。松井ケ丘小及び大住小にエレベータ設置

（以降、児童生徒の受入れに対応してエレベータ等バリアフリー対策 

実施）。大住中学校グランド夜間照明施設設置。 

〃 

 

 

14 

 

 

2002 

 

 

３月、草内幼稚園増築工事完成。小学校生活介助補助職員配置。１０月、

中部住民センター開所。北部・中部住民センターの図書室を中央図書館

分室に。 

〃 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

 

４月、幼稚園（田辺、大住、薪）で預かり保育試行。田辺幼稚園増築工

事完成。薪小、大住中にエレベータ設置。小中学校に扇風機設置（３カ

年計画）。田辺公園野球場・草内木津川運動公園野球場リニューアル  

オープン。８月、大住中ハンドボール部女子、全国中学校ハンドボール

大会で３位入賞。 

〃 

 

 

 

16 

 

 

 

2004 

 

 

 

３月、田辺中学校トイレ棟完成。学校安全対策事業（フェンス、門扉）。

幼稚園全園で預かり保育試行（17 年から本実施）。田辺公園テニスコ

ート照明設備リニューアルオープン。１０月、学校安全ボランティア募

集開始。１２月、田辺東小学校にエレベータ設置。 

〃 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

１月、京田辺市と同志社との包括協定締結。３月、松井ケ丘幼稚園増築

工事完成。学校安全対策事業実施（門扉等）。８月、第１８回全国小学

生ハンドボール大会松井ケ丘小女子ハンドボールチーム優勝。９月、薪

幼稚園増築工事完成。１０月、学校安全ボランティア事業実施開始。  

１１月、市民文化祭を同志社との連携事業として実施。 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月、同志社との連携の中で学生による学校支援ボランティア募集・

受入開始。３月、田辺小エレベータ設置。一丁田池多目的運動広場造

成工事。学校安全対策事業（校門オートロック、防犯備品配備、緊急

通報システム等）。第２次生涯学習推進基本計画策定。４月、子ども

の居場所づくり開設事業補助金制度創設。社会教育委員と公民館運営

審議会が統合し社会教育委員に一元化。図書館の一部祝日開館実施。

田辺公園プール土曜日「夜間の部」開設。文部科学省指定で、市内全

小中学校と京田辺市が豊かな体験活動推進地域・推進校となる（18・

19 年度）。田辺中、文部科学省より心に響く道徳教育推進事業の指定
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校となる（18・19 年度）。５月、京田辺市と同志社大学との連携によ

る「総合型地域スポーツクラブ」の取組開始。７月、田辺中央体育館

にＡＥＤ設置。８月、培良中ハンドボール部女子、全国中学校ハンド

ボール大会で３位入賞。１０月、子ども安心・安全連絡網実施開始。 

平成 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月、情報教育推進室を庁舎内に移転。３月、耐震補強工事設計業務

委託（大住中、田辺東小）。田辺中エレベータ設置。一丁田池多目的

運動広場整備。三山木留守家庭児童会・薪留守家庭児童会、各専用施

設整備。京田辺市教育委員会「人権教育の指針」策定。４月、小規模

特認校制度を普賢寺小学校で開始。適応指導教室「ポットラック」を

拡充（統合と開設時間の充実）。留守家庭児童会の受入を４年生まで

拡大。１０月、文化施設利用助成金交付制度の制定。桃園留守家庭児

童会施設整備。 

平成 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

３月、田辺東小学校北校舎耐震補強工事及び大規模改修工事完成。大

住中学校管理棟及び便所西棟、体育館耐震補強工事完成。田辺小学校

北便所増改築工事及び南校舎棟便所改修工事完成。一町田多目的運動

広場完成。４月、適応指導教室「ポットラック」へ大学教授等を招聘

してスーパーバイズを実施。８月、培良中ハンドボール部女子、全国

中学校ハンドボール大会で３位入賞。９月、市内幼稚園で「幼稚園キ・

ラ・ラ体験事業」を実施。放課後子どもプラン（大住小・田辺東小・

普賢寺小・野外活動センター）実施。１０月、田辺中学校南校舎棟改

築工事着工（平成 20・21・22 年度継続）。１１月、田辺中学校南側グ

ランド整備工事完成。 

平成 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

３月、薪小学校管理棟・体育館耐震補強工事完成。草内小学校給食棟・

体育館耐震補強工事完成。三山木小学校体育館耐震補強工事完成。田

辺東小学校管理棟耐震・大規模改修工事完成。 

 



２．教育委員会
　（１）事務局所在地

住所 京都府京田辺市田辺８０番地
TEL 0774 ( 62 ) 9550
FAX 0774 ( 64 ) 1390

　（２）教育委員

（H20.10.1～委員長）
（H21.10.1～職務代理者）

　（参考）歴代教育委員長

氏 名 　　就　任 　退　任
国 田 兼 次 S27.10.1 ～ S32.9.30
村 田 太 平 S32.10.1 ～ S34.9.30
木 口 耕 治 S34.10.1 ～ S45.9.30
橋 本 岩 松 S45.10.1 ～ S47.9.30
奥 西 幸 夫 S47.10.1 ～ S52.9.30
田 宮 宏 悦 S52.10.1 ～ H8.9.30
小 泉 茂 H8.10.1 ～ H10.9.30
杉 本 典 彦 H10.10.1 ～ H13.9.30
辻 尾 仁 郎 H13.10.1 ～ H20.9.30
奥 西 尚 子 H20.10.1 ～

　（参考）歴代教育長

氏 名 　　就　任 　退　任
森 田 新 三 S28.4.1 ～ S31.9.30
村 雲 喜 一 郎 S31.10.1 ～ S41.9.30
小 泉 渉 S41.10.1 ～ S45.9.30
藪 下 撤 一 S45.10.1 ～ S60.9.30
吉 山 勝 平 S60.10.1 ～ H8.12.31
村 田 新 之 昇 H9.1.1 ～

　（参考）歴代教育委員

川 島 正 男 S27.10.1 ～ S31.9.30 伊 藤 正 和 S47.10.1 ～ S59.9.30

国 田 兼 次 S27.10.1 ～ S32.9.30 宮 島 忠 男 S52.10.1 ～ H1.9.30

堤 伊 三 次 S27.10.1 ～ S31.9.30 今 村 志 乃 武 S53.10.1 ～ S61.9.30

伊 東 義 純 S27.10.1 ～ S31.9.30 橋 本 弘 三 S59.10.1 ～ H8.9.30

山 村 正 一 S27.10.1 ～ S31.9.30 吉 山 勝 平 S60.10.1 ～ H8.12.31

村 田 太 平 S31.10.1 ～ S34.9.30 小 泉 茂 S61.10.1 ～ H10.9.30

村 上 美 代 S31.10.1 ～ S41.9.30 杉 本 典 彦 H1.10.1 ～ H13.9.30

堀 口 豊 富 S31.10.1 ～ S35.9.30 辻 尾 仁 郎 H8.10.1 ～ H20.9.30

村 雲 喜 一 郎 S31.10.1 ～ S41.9.30 小 田 壽 樹 H8.10.1 ～ H20.9.30

奥 西 幸 夫 S32.10.1 ～ S52.9.30 山 田 八 洲 子 H10.10.1 ～ H18.9.30

中 村 長 三 郎 S35.10.1 ～ S39.9.30 岡 本 悦 子 H18.10.1 ～ H19.3.12

下 田 治 雄 S39.10.1 ～ S43.9.30 北 村 昌 子 H13.10.1 ～ H21.9.30

小 泉 渉 S41.10.1 ～ S45.9.30 村 田 新 之 昇 H9.1.1 ～
田 中 幸 雄 S41.10.1 ～ S47.9.30 樋 口 容 子 H19.6.8 ～

橋 本 岩 松 S43.10.1 ～ S47.9.30 奥 西 尚 子 H20.10.1 ～

村 上 重 S45.10.1 ～ S53.9.30 北 川 則 政 H20.10.1 ～

藪 下 撤 一 S45.10.1 ～ S60.9.30 西 川 雅 信 H21.10.1 ～

田 宮 宏 悦 S47.10.1 ～ H8.9.30

19.0
5.0

〒610-0393

　年月数

2.0
11.0
2.0
5.0

   H20.10.1～
委　員　歴

11.3
15.0
4.0

10.0
3.6

　年月数

氏 名

教　　育　　長
委 　　　　　員
委　　　　　 員

委員長職務代理者

職　　名
奥 西　　尚 子

北 川　　則 政
樋 口　　容 子

7.0

委　　員　　長

村 田　新之昇
西 川　　雅 信

   H9.1.1～
   H21.10.1～
   H20.10.1～
   H19.6.8～

3.0
2.0
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　（３）平成２０年度教育委員会会議開催状況

会議種別及び開催日時 議決結果

平成20年第４回定例会 議 案 第 ２ ９ 号 学校評議員の委嘱について 可決

平成20年4月24日 議 案 第 ３ ０ 号 学校評議員の委嘱について 可決

議 案 第 ３ １ 号 学校評議員の委嘱について 可決

議 案 第 ３ ２ 号 学校評議員の委嘱について 可決

議 案 第 ３ ３ 号 学校評議員の委嘱について 可決

議 案 第 ３ ４ 号 学校評議員の委嘱について 可決

議 案 第 ３ ５ 号 学校評議員の委嘱について 可決

議 案 第 ３ ６ 号 学校評議員の委嘱について 可決

議 案 第 ３ ７ 号 学校評議員の委嘱について 可決

議 案 第 ３ ８ 号 学校評議員の委嘱について 可決

議 案 第 ３ ９ 号 学校評議員の委嘱について 可決

議 案 第 ４ ０ 号 学校評議員の委嘱について 可決

議 案 第 ４ １ 号 京田辺市社会教育委員の委嘱について 可決

議 案 第 ４ ２ 号 京田辺市社会教育委員の委嘱について 可決

議 案 第 ４ ３ 号 京田辺市社会教育委員の委嘱について 可決

議 案 第 ４ ４ 号 京田辺市社会教育委員の委嘱について 可決

議 案 第 ４ ５ 号 京田辺市社会教育委員の委嘱について 可決

議 案 第 ４ ６ 号 京田辺市社会教育委員の委嘱について 可決

議 案 第 ４ ７ 号 京田辺市社会教育委員の委嘱について 可決

報 告 第 １ ０ 号 平成１９年度学校評議員制度の活用状況等について 報告

報 告 第 １ １ 号
平成２０年度京田辺市社会科副読本編集検討委員会
委員の委嘱について

報告

報 告 第 １ ２ 号
京田辺市立の小学校及び中学校に勤務する府費負
担教職員の服務に関する規程の一部改正について

報告

報 告 第 １ ３ 号
中部住民センター公用車の交通事故に関する処理の
経過について

報告

教育行政報告 教育長の報告

平成20年第５回定例会 議 案 第 ４ ８ 号 京田辺市社会教育委員の委嘱について 可決

平成20年5月27日 議 案 第 ４ ９ 号 京田辺市社会教育委員の委嘱について 可決

議 案 第 ５ ０ 号 京田辺市社会教育委員の委嘱について 可決

議 案 第 ５ １ 号 京田辺市社会教育委員の委嘱について 可決

議 案 第 ５ ２ 号 京田辺市社会教育委員の委嘱について 可決

議 案 第 ５ ３ 号 京田辺市社会教育委員の委嘱について 可決

議 案 第 ５ ４ 号 京田辺市社会教育委員の委嘱について 可決

議 案 第 ５ ５ 号 京田辺市社会教育委員の委嘱について 可決

議 案 第 ５ ６ 号 京田辺市社会体育指導委員の委嘱について 可決

報 告 第 １ ４ 号
京田辺市一町田多目的運動広場設置条例の制定に
ついて

報告

報 告 第 １ ５ 号
京田辺市一町田多目的運動広場管理運営規則の制
定について

報告

報 告 第 １ ６ 号
京田辺市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の
一部改正について

報告

案　　件

9



会議種別及び開催日時 議決結果案　　件

平成20年第５回定例会 報 告 第 １ ７ 号
京田辺市文化施設利用助成金交付要綱の一部改正
について

報告

平成20年5月27日 報 告 第 １ ８ 号
京田辺市立北部住民センター運営協議会委員につ
いて

報告

報 告 第 １ ９ 号
京田辺市立中部住民センター運営協議会委員につ
いて

報告

教育行政報告 教育長の報告

平成20年第６回定例会 議 案 第 ５ ７ 号 事務委任の協議について 可決

平成20年6月24日 教育行政報告 教育長の報告

平成20年第７回定例会 議 案 第 ５ ８ 号 京田辺市立図書館協議会委員の委嘱について 可決

平成20年7月18日 議 案 第 ５ ９ 号
平成２１年度以降に京田辺市立小学校において使用
する教科用図書の採択について

可決

報 告 第 ２ ０ 号
平成２０・２１・２２年度継続施行田辺中学校南校舎棟
改築工事について

報告

教育行政報告 教育長の報告

平成20年第２回臨時会
　　　 　平成20年8月1日

議 案 第 ６ ０ 号
京田辺市教育委員会職員の臨時的任用規則の一部
改正について

可決

平成20年第８回定例会
　　　 平成20年8月19日

教育行政報告 教育長の報告

平成20年第９回定例会
　　　 平成20年9月25日

報 告 第 ２ １ 号
京田辺市立の小学校及び中学校に勤務する府費負
担教職員の服務に関する規程の一部改正について

報告

教育行政報告 教育長の報告

平成20年第３回臨時会
　　　 平成20年10月1日

議 案 第 ６ １ 号 京田辺市教育委員会委員長の選挙について 可決

平成20年第１０回定例会 議 案 第 ６ ２ 号 平成２０年度京田辺市教育委員会表彰について 可決

平成20年10月15日 議 案 第 ６ ３ 号 平成２０年度京田辺市教育委員会表彰について 可決

議 案 第 ６ ４ 号 平成２０年度京田辺市教育委員会表彰について 可決

議 案 第 ６ ５ 号 平成２０年度京田辺市教育委員会表彰について 可決

議 案 第 ６ ６ 号 平成２０年度京田辺市教育委員会表彰について 可決

議 案 第 ６ ７ 号 平成２０年度京田辺市教育委員会表彰について 可決

議 案 第 ６ ８ 号 平成２０年度京田辺市教育委員会表彰について 可決

議 案 第 ６ ９ 号 平成２０年度京田辺市教育委員会表彰について 可決

議 案 第 ７ ０ 号
京田辺市教育委員会職員の臨時的任用規則の一部
改正について

可決

報 告 第 ２ ２ 号 京田辺市生涯学習推進協議会委員について 報告

報 告 第 ２ ３ 号 平成２１年度京田辺市立幼稚園児募集要項について 報告

教育行政報告 教育長の報告

平成20年第４回臨時会
　　　 平成20年11月2日

報 告 第 ２ ４ 号 平成２１年度京田辺市立幼稚園児募集結果について 報告

平成20年第１１回定例会 報 告 第 ２ ５ 号 今後の学社連携推進の在り方（提言）について 報告

平成20年11月26日 報 告 第 ２ ６ 号 学校給食の民間委託について 報告

教育行政報告 教育長の報告

平成20年第５回臨時会 議 案 第 ７ １ 号 学校給食調理業務の民間委託基本計画について

平成20年12月1日
報 告 第 ２ ７ 号

京田辺市教育委員会公用車管理規程の制定につい
て

報告

平成20年第12回定例会 議 案 第 ７ ２ 号 社会教育関係団体の認定について 可決

平成20年12月17日 教育行政報告 教育長の報告
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会議種別及び開催日時 議決結果案　　件

平成21年第１回臨時会
　　　 平成21年1月11日

議 案 第 １ 号
平成２１年度全国学力・学習状況調査への参加につ
いて

可決

平成21年第１回定例会 議 案 第 ２ 号 京田辺市文化財保護委員の委嘱について 可決

平成21年1月22日 議 案 第 ３ 号 京田辺市文化財保護委員の委嘱について 可決

議 案 第 ４ 号 京田辺市文化財保護委員の委嘱について 可決

議 案 第 ５ 号 京田辺市文化財保護委員の委嘱について 可決

議 案 第 ６ 号 京田辺市文化財保護委員の委嘱について 可決

協 議 京田辺市立小学校給食費の改定について

報 告 第 １ 号
京田辺市立学校教職員勤務実態調査の実施につい
て

報告

報 告 第 ２ 号 学校給食の民間委託について 報告

教育行政報告 教育長の報告

平成21年第２回定例会 議 案 第 ７ 号
平成２１年度京田辺市立学校教職員（管理職）の人事
異動について

可決

平成21年2月27日
議 案 第 ８ 号

京田辺市教育委員会職員の被服等の貸与に関する
規程の制定について

可決

議 案 第 ９ 号
京田辺市野外活動施設の管理及び運営に関する規
則の一部改正について

可決

議 案 第 １ ０ 号
京田辺市立中央公民館の管理運営に関する規則の
一部改正について

可決

議 案 第 １ １ 号
京田辺市立図書館の管理及び運営に関する規則の
一部改正について

可決

報 告 第 ３ 号 専決処分による和解の成立について 報告

報 告 第 ４ 号
平成２１年度京田辺市立幼稚園クラス数の確定につ
いて

報告

報 告 第 ５ 号
京田辺市立小学校及び中学校学校評価実施要項の
一部改正について

報告

報 告 第 ６ 号
京田辺市留守家庭児童会の運営等に関する条例の
一部改正について

報告

報 告 第 ７ 号
平成２１年度京田辺市一般会計当初予算（教育予算）
の概要について

報告

教育行政報告 教育長の報告

平成21年第２回臨時会 議 案 第 １ ２ 号
京田辺市教育委員会事務組織規則の一部改正につ
いて

可決

平成21年3月22日
議 案 第 １ ３ 号

京田辺市教育委員会職員の職の設置に関する規則
の一部改正について

可決

議 案 第 １ ４ 号
平成２１年度京田辺市教育委員会事務局等管理職員
の人事異動について

可決

平成21年第３回定例会 議 案 第 １ ５ 号 京田辺市スポーツ振興審議会委員の委嘱について 可決

平成21年3月30日 議 案 第 １ ６ 号 京田辺市スポーツ振興審議会委員の委嘱について 可決

議 案 第 １ ７ 号 京田辺市スポーツ振興審議会委員の委嘱について 可決

議 案 第 １ ８ 号 京田辺市スポーツ振興審議会委員の委嘱について 可決

議 案 第 １ ９ 号 平成２１年度京田辺市立学校医の委嘱について 可決

議 案 第 ２ ０ 号 平成２１年度京田辺市立学校歯科医の委嘱について 可決

議 案 第 ２ １ 号 平成２１年度京田辺市立学校薬剤師の委嘱について 可決

議 案 第 ２ ２ 号
京田辺市教育委員会教育長事務委任規則の一部改
正について

可決
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会議種別及び開催日時 議決結果案　　件

平成21年第３回定例会 議 案 第 ２ ３ 号
京田辺市教育委員会職員の臨時的任用規則の一部
改正について

可決

平成21年3月30日 議 案 第 ２ ４ 号
京田辺市教育委員会非常勤嘱託職員取扱規則の一
部改正について

可決

議 案 第 ２ ５ 号
京田辺市立小中学校の教職員の勤務時間等に関す
る規則の一部改正について

可決

議 案 第 ２ ６ 号 平成２１年度京田辺市教育の方針について 可決

報 告 第 ８ 号
京田辺市教育委員会事務決裁規程の一部改正につ
いて

報告

報 告 第 ９ 号
京田辺市子どもの居場所づくり補助金交付要綱の制
定について

報告

報 告 第 １ ０ 号
京田辺市生涯学習情報誌広告掲載に関する要綱の
制定について

報告

報 告 第 １ １ 号
京田辺市立住民センターの設置及び管理運営に関
する条例施行規則の一部改正について

報告

教育行政報告 教育長の報告
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（５） 教育委員会の事務分掌 

 

教育総務室 

 総務係 

(1) 教育部に属する課等に関する施策及び事業の企画、立案、調査及び調整に関すること。 

(2) 教育部に属する課等の総合計画の総合調整、進行管理及び推進に関すること。 

(3) 教育部に属する課等の財務（予算、決算等）に係る総合調整及び総括に関すること。 

(4) 教育部の行政評価制度、目標管理等に関すること。 

(5) 教育部に属する課等の連絡調整に関すること。 

(6) 教育部所管の公文書の収受に関すること。 

(7) 教育委員会の会議に関すること。 

(8) 教育委員に関すること。 

(9) 秘書に関すること。 

(10) 表彰及び寄附受納に関すること。 

(11) 後援申請に関すること。 

(12) 教育委員会の職員（府費負担教職員を除く。）の人事、給与、福利厚生等に関すること。 

(13) 教育委員会規則等の制定、改廃及び公布等に関すること。 

(14) 教育費の調査及び統計に関すること。 

(15) 公印の保管に関すること。 

(16) 京都府教育委員会その他関係機関との連絡調整に関すること。 

(17) 市立小、中学校及び幼稚園の設置及び廃止に関すること。 

(18) 叙勲に関すること。 

(19) 教育委員会所掌事務に係る教育行政の相談に関すること。 

(20) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関する

こと。 

(21) 前各号に掲げるもののほか、他の課及び係の所掌に属しない事項に関すること。 

(22) 室の庶務に関すること。  

施設係  

(1) 教育財産の取得管理及び処分並びに財産管理台帳に関すること。 

(2) 市立小、中学校及び幼稚園施設の国庫、府補助及び起債に関すること。 

(3) 市立小、中学校及び幼稚園の施設に係る調査に関すること。 

(4) 市立小、中学校及び幼稚園の建設計画に関すること。 

(5) 市立小、中学校及び幼稚園の施設台帳に関すること。 

(6) 市立小、中学校及び幼稚園施設の用途廃止に関すること。 

(7) 市立小、中学校及び幼稚園の使用許可に関すること。 

(8) 市立小、中学校及び幼稚園施設の備品管理に関すること。 

(9) 市立小、中学校及び幼稚園施設の保守点検、整備及び営繕に関すること。 

(10)市立小、中学校及び幼稚園施設の防災に関すること。 

(11)市立小、中学校及び幼稚園施設の環境整備に関すること。 

(12)教育委員会の所管となる施設の企画立案、建設計画等に関すること。 

(13)教育委員会所管施設の整備拡充に関すること。  

国民文化祭担当  

(1) 国民文化祭に関すること。 
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学校教育課  

学務係  

(1) 学校の組織編成に関すること。 

(2) 通学区域に関すること。 

(3) 児童生徒の就学並びに児童生徒の入学、転学及び退学に関すること。 

(4) 園児の入退園に関すること。 

(5) 小、中学校及び幼稚園に係る予算・決算の執行管理に関すること。 

(6) 就学時健康診断に関すること。 

(7) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 

(8) 就学援助に関すること。 

(9) 児童生徒の就学猶予又は免除に関すること。 

(10)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 

(11)府費負担教職員の人事、給与等に関すること。 

(12)府費負担教職員の研修に関すること。 

(13)就学(就園)奨励費に関すること。 

(14)市立幼稚園の保育料に関すること。 

(15)学齢簿の編成及び整備に関すること。 

(16)児童生徒の指定校の変更及び区域外就学に関すること。 

(17)私立幼稚園の補助に関すること。 

(18)所掌に係る調査及び基幹統計に関すること。 

(19)課の庶務に関すること。  

学校教育係  

(1) 学校給食に関すること。 

(2) 児童生徒の保健及び健康診断に関すること。 

(3) 教科書採択及び教科書無償給与に関すること。 

(4) 教材の取扱いに関すること。 

(5) 市立小、中学校及び幼稚園の教材備品の管理に関すること。 

(6) 教育課程及び学習指導に関すること。 

(7) 人権教育、特別支援教育等に関すること。 

(8) 幼稚園教育に関すること。 

(9) 就学指導委員会に関すること。 

(10)教育相談に関すること。 

(11)理科教育等の教育関係補助金に関すること。 

(12)学校教育における情報教育推進に関すること。 

(13)英語指導助手に関すること。 

(14)スクールバスの運行管理に関すること。 

(15)所掌に係る調査及び基幹統計に関すること。  

 

社会教育課  

社会教育係  

(1) 社会教育の総合企画及び調整に関すること。 

(2) 公民館、図書館その他社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。 

(3) 社会教育委員に関すること。 

(4) 社会教育活動の奨励に関すること。 

(5) 青少年教育、成人教育、女性教育、高齢者教育、人権教育、障害者教育及び家庭教育に
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関すること。 

(6) 青少年の健全育成に関すること。 

(7) 留守家庭児童会に関すること。 

(8) 社会教育関係団体の指導育成及び援助に関すること。 

(9) 文化・芸術の振興に関すること。 

(10)成人式に関すること。 

(11)学校と社会教育との連携に関すること。  

(1２)社会教育資料の収集及び提供並びに広報活動に関すること。 

(13)生涯学習の総合企画及び調整に関すること。 

(14)生涯学習の奨励に関すること。 

(15)生涯学習事業の企画立案及び運営に関すること。 

(16)生涯学習関連部課及び機関との連絡調整に関すること。 

(17)学習ボランティア及び指導者の育成に関すること。 

(18)生涯学習資料の収集及び提供並びに広報活動に関すること。 

(19)生涯学習相談に関すること。 

(20)生涯学習推進組織に関すること。 

(21)京田辺市立中央公民館との連絡調整に関すること。 

(22)京田辺市立中央図書館との連絡調整に関すること。 

(23)京田辺市立北部住民センターとの連絡調整に関すること。 

(24)京田辺市立中部住民センターとの連絡調整に関すること。 

(25)課の庶務に関すること。  

文化財保護係  

(1) 文化財の保護に関すること。 

(2) 文化財保護委員会に関すること。 

(3) 文化財保護団体に関すること。 

(4) 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。 

(5) その他文化財に関すること。  

 

社会体育課  

社会体育係  

(1) 体育・スポーツの総合企画及び調整に関すること。 

(2) スポーツ振興審議会に関すること。 

(3) 体育指導委員に関すること。 

(4) 体育・スポーツ及びレクリエーションの奨励に関すること。 

(5) 社会体育事業の企画立案及び運営に関すること。 

(6) スポーツ指導者の育成に関すること。 

(7) 社会体育関係団体の指導者育成及び援助に関すること。 

(8) 総合体育大会に関すること。 

(9) 体育・スポーツ及びレクリエーションに係る資料の収集及び提供並びに広報活動に関する

こと。 

(10)スポーツ相談に関すること。 

(11)全国小学生ハンドボール大会に関すること。 

(12)学校体育施設の開放事業に関すること。 

(13)京田辺市野外活動センターとの連絡調整に関すること。 

(14)有料公園施設の管理運営に関すること。 



（６）教育委員会委嘱委員等 

① 社会教育委員

任期　平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日

② 文化財保護委員会　

任期　平成２１年１月１日～平成２３年１２月３１日

③ 図書館協議会　

任期　平成２１年６月３０日～平成２３年３月３１日

委　　　員 齊　藤　廉　男 住民センター利用者

委　　　員 國　生　　　壽 生涯学習指導者

民生児童委員

委　　　員 南　　　敏　子 公民館利用者

委　　　員 井　内　江　梨 青少年問題連絡協議会

職　  名 氏　　名

委　　　員 奥　西　桂　子 ネットワークの会

委　　　員 小　田　征　男 市政協力員

委　　　員 井　上　正　俊

委　 　　員 村　上　泰　昭

光　田　重　幸委        員

職　   名 氏　　名

林　　  　　正

井　上　満　郎

辰　巳　和　弘

委  員  長

副委員長

委　 　　員

社会教育指導者

備　考

副委員長 塚　本　一　夫

職　名 氏　名

委 員 長 牧　草　弘　師

桂　　　康　夫 校長会

公民館指導者

委　　　員 柳　田　正　廣 市社会体育協会

委　　　員 潮　　　義　行 市文化協会

委　　　員

委　　　員 田　邊　宗　一 社会教育指導者

委　　　員 大　崎　　　勲 家庭教育、学社連携　　（平成21年11月16日～）

委　　　員 内　藤　暁　吾 同志社大学関係　（平成21年11月16日～）

委　　　員

職  名 氏   名 委員の区分・団体名等

会　　長 宇治郷　　　毅 学識経験者

副 会 長 服　部　章　代 学識経験者

委　　員 長　澤　昌　子 小中学校長会

委　　員 島　谷　千　織 学識経験者

委　　員 南　 　　敏　子 社会教育委員

委　　員 村　木　美　紀 学識経験者

高　橋　圭　子 地域の指導者

委　　　員 木　下　静　子 体育指導委員
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職 名 氏 名

委 員 長 大 塚  清 治

副　委　員　長 木 下  静 子

副　委　員　長 清 水  幸 治

副　委　員　長 丸 山  敏 文

委　　　　　員 小 林  豊 彦

委　　　　　員 山 中  宏 夫

委　　　　　員 高 橋  仁 美

委　　　　　員 細 田  貴 子

委　　　　　員 稲 岡  克 彦

委　　　　　員 姫 路  桂 子

委　　　　　員 高 橋  悦 子

委　　　　　員 吉 村  幸 子

委　　　　　員 村 山  孝 二

委　　　　　員 竹 内  友 子

委　　　　　員 伊 家  京 子

委　　　　　員 田 中  久 代

委　　　　　員 高 岡 三樹子

委　　　　　員 餘 語  二 郎

⑤スポーツ振興審議会委員

号 団 体 名 等

会　　　　　長 竹 田  正 樹 1 学識経験者

副 会 長 大 塚  清 治 3 体育指導委員長

委　　　　　員 高 橋  仁 美 1 学識経験者

委　　　　　員 林　　昌一郎 1 学識経験者

委　　　　　員 堀 口 　　孝 1 学識経験者

委　　　　　員 東　   壽 亮 1 学識経験者

委　　　　　員 柳 田  正 廣 2 社会体育協会会長

委　　　　　員 中 西  哲 夫 2 社会体育協会理事長

委　　　　　員 細 田  貴 子 3 体育指導委員

委　　　　　員 塩 貝  建 夫 4 市議会議員

④体育指導委員

太極拳

バレーボール、テニス

ソフトバレーボール

専 門 ス ポ ー ツ

ハンドボール､綱引き､ニュースポーツ

自転車

野外活動､サッカー､綱引き

4　市議会議員

1　知識経験を有する者

2　各種団体

3　体育指導委員

委 員 の 区 分

任期　平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日

バレーボール

ソフトテニス

陸上

体操

体操

バドミントン、テニス、ニュースポーツ

陸上､バスケットボール

バレーボール､体操

バレーボール､ニュースポーツ

職 名 氏 名

任期　平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日

水泳

ソフトバレーボール

陸上
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⑥ 学校・幼稚園医　

⑦ 学校・幼稚園歯科医　

⑧ 学校・幼稚園薬剤師
任期　平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日

田 辺

田 辺 東

草 内

大 住

三 山 木

松井ケ丘

薪

普 賢 寺

大 住

田 辺

草 内

三 山 木

普 賢 寺

田 辺 東

松井ケ丘

薪

桃 園

田 辺

大 住

培 良

校 園 名

河 村　　宏 関 西　一 博

三 村　良 明 米 田　正 彦

薬 剤 師歯 科 医内 科 医

相 原　紀 章

和 田 松太郎 池 田　昌 弘

油 谷　桂 朗 福 嶋　英 夫

相 原　紀 章

幼 稚 園

大 西　洋 二 西 川  洋 子

池 崎 　　稔

八 木　良 造

油 谷　桂 朗 福 嶋　英 夫 外 海　和 子

小 学 校

石 田　光 輔 相 原 由佳子

大 西　洋 二 西 川　洋 子

内 藤　厚 司

木 原　裕 子

岡 崎　正 稔

西 村　完 生 河 村　裕 行

和 田 松太郎

山 崎　博 章

三 宅　智 加 木 原　裕 子

田 畑 眞佐子 池 田　昌 弘

相 原 由佳子石 田　光 輔

伊 原  隆 史

山 崎　博 章

相 原 　　統

河 村　 　宏

外 海　和 子

岡 本　祐 之 関 西　一 博

澤 井　公 和 奥 野　博 茂

相 原  紀 章

池 崎　 　稔

山 崎　博 章

相 原　 　統

三 村　良 明 米 田　正 彦 木 原　裕 子

奥 野　博 茂

中 学 校

福 田　雅 武
田 畑 眞佐子

織 田　晴 彦 相 原 由佳子

芳 野　二 郎
寺 島  隆 平

立 本　充 志 相 原　 　統

石 丸 寿美子 山 崎　博 章岡 崎　正 稔
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（７）生涯学習推進体制と協議会委員・推進協力員 

 ① 推進体制 

（推進組織図）    

    I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

市 民  （学 習 者） 

（個人、団体、グループ、地域、企業、その他） 

○民間施設等 

（府、私立の教 

 育施設、学研 

 施設を含む） 

  

○市長部局 

 ・保育所 

 ・社会福祉センター 

 ・老人福祉センター 

 ・保健センター 

 ・福祉会館 

・児童館 

・公園 

・リサイクルプラザ 

 ・その他 

○教育委員会部局 

 ・幼稚園、小・中学校 

  等教育施設 

 ・中央公民館 

 ・中央図書館 

 ・北部住民センター 

 ・中部住民センター 

 ・田辺中央体育館 

 ・田辺公園プール 

 ・野外活動センター 

 ・（仮称）南部住民センター 

 ・（仮称）生涯学習センター 

 ・（仮称）歴史民俗資料館 

 ・その他 

 

○地区公民館 

（集会所含む） 

生涯学習推進協力員 

○京田辺市生涯学習推進幹事会 

 ・関係課長 

 ・関係職員 

 ・各種計画推進事務局等 

○京田辺市生涯学習推進本部 

・市長、副市長、教育長、水道事業管理者 

・関係部長等 

○京田辺市生涯学習推進協議会 

 ・議会代表 

 ・地域代表 

 ・社会教育委員、公運審等の代表 

 ・各種関係団体等の団体代表 

 ・各教育関係機関代表 

 ・学識経験者等 

生涯学習推進事務局 

（社会教育課） 



②生涯学習推進協議会委員

任期　平成２１年１０月２６日～平成２３年３月３１日

③生涯学習推進協力員
　生涯学習の市民への効果的な普及・展開を図るため生涯学習推進協力員を配置。

任期　平成２１年７月２４日～平成２３年３月３１日

区・自治会 協力員数 区・自治会 協力員数 区・自治会 協力員数 区・自治会 協力員数

松井 １名 健康ケ丘 ２名 新興戸 １名 宮ノ口 １名

西八 １名 健康村 ２名 東 ３名 南山東 １名

東林 １名 薪 ３名 草内 ２名 南山西 １名

岡村 １名 一休ケ丘 ３名 飯岡 １名
同志社
住宅

１名

三野 １名 田辺 ４名 高木 １名 多々羅 １名

山手東 １名 興戸 １名 山本 １名 普賢寺 １名

山手南 ３名
新田辺西
住宅

１名 二又 １名 水取 １名

松井ケ丘 ３名 河原 １名 山崎 ２名 天王 １名

花住坂 ２名
新田辺東
住宅

１名 出垣内 １名 高船 １名

大住ケ丘 ２名 府営団地 ４名 江津 １名 打田 １名

委　　員 北　川　恵　子 商工会

　ア、市民の学習意欲を喚起する。イ、個人・グループ・団体等の学習活動を支援す
る。ウ、学習に関する情報の収集・提供及び学習相談に応じる。エ、その他生涯学習
推進のための活動に協力する。
　各地域より選出された６２名を委嘱し、任期は２年となっている。

委　　員 藤　原　　　陽 小・中学校校長会

委　　員 廣　田　　　健 同志社大学

委　　員 大　鉢　美智子 社会福祉協議会

委　　員 菅　　　崇　兆 老人クラブ連合会

委　　員 玉　嶋　久　興 身体障害者協会

委　　員 北　尾　よう子 民生児童委員協議会

委　　員 塩　見  茂　春 健康づくり推進協議会

委　　員 奥　村　陽　子 ネットワークの会

委　　員 塚　本　一　夫 社会教育委員

委　　員 木　下　静　子 体育指導委員

委　　員 河　田　美　穂 市議会議員

委　　員 藤　田　喜　一 市政協力員連絡協議会

会 　長 國　生　　　壽 同志社大学社会学部教授　　　　　　

副会長 高　橋　圭　子 社会教育委員

  生涯学習の総合的な推進を図り、幅広く意見を求めるため生涯学習推進協議会を
設置。
　ア、生涯学習の推進に当たって本部長が提起した事項に関すること。イ、地域、職
域、団体等への生涯学習の普及・啓発に関すること。ウ、その他生涯学習の推進に必
要な事項に関すること。
　１５名以内の委員で構成され、任期は２年となっている。

職　名 氏　名  備   考
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３．教育財政

平成２１年度　一般会計当初予算（２０年度比較）         （単位：千円，％）

予算額 構成比 予算額 構成比 (A)-(B) 増減率

議 会 費 193,397 0.9 205,249 1.0 △ 11,852 -5.8%

総 務 費 1,816,035 8.5 1,749,598 8.9 66,437 3.8%

民 生 費 6,847,032 32.1 6,075,326 31.1 771,706 12.7%

衛 生 費 1,728,849 8.1 1,356,010 6.9 372,839 27.5%

労 働 費 9,905 0.0 5,722 0.0 4,183 73.1%

農林水産業費 321,875 1.5 375,138 1.9 △ 53,263 -14.2%

商 工 費 110,062 0.5 113,980 0.6 △ 3,918 -3.4%

土 木 費 3,126,014 14.6 2,716,154 13.9 409,860 15.1%

消 防 費 1,502,991 7.0 1,217,017 6.2 285,974 23.5%

教 育 費 3,086,583 14.5 3,086,072 15.8 511 0.0%

公 債 費 2,575,695 12.1 2,617,911 13.4 △ 42,216 -1.6%

諸 支 出 金 1,562 0.0 1,823 0.0 △ 261 -14.3%

予 備 費 30,000 0.1 30,000 0.2 0 0.0%

21,350,000 100.0 19,550,000 100.0 1,800,000 9.2%

教育関係予算         （単位：千円，％）

(A)-(B) 増減率

一般会計総額 1,800,000 9.2%

教 育 費 511 0.0%

教 育 総 務 費 △ 11,719 -3.5%

小 学 校 費 △ 421,707 -32.7%

中 学 校 費 468,572 194.0%

幼 稚 園 費 △ 6,142 -1.2%

社 会 教 育 費 △ 30,111 -6.1%

保 健 体 育 費 1,618 0.7%230,437 228,819

866,031 1,287,738

710,117 241,545

493,655 499,797

319,636 331,355

466,707 496,818

21,350,000 19,550,000

3,086,583 3,086,072

合　　計

区　分 平成２１年度(A) 平成２０年度(B)

区　分
平成２１年度(A) 平成２０年度(B) 比　　較
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Ⅳ 学校教育 

１ 学校教育指導の重点 

 

京田辺市の学校教育は、人間の生涯にわたる成長の基礎を培い、豊かな心をはぐくみ、た

くましく生きる幼児・児童生徒の育成を期し、その達成のために実践の充実を目指すもので

ある。 

各学校･園においては、京田辺市教育の方針を踏まえ、校園長主導の体制の下、学校･園経

営方針を明確にした創意ある教育課程を編成し、日々の教育活動の充実を推進する。 

また、生涯にわたる学習の基盤を培うため、教育活動全体において基礎・基本を徹底し学

力の充実・向上を図り、一人一人の個性を伸ばす教育の充実に努める。 

特に、本年度努力すべき事項を次のとおりとする。 

 

 

    基礎基礎基礎基礎････基本基本基本基本のののの徹底徹底徹底徹底によるによるによるによる学力学力学力学力のののの充実充実充実充実・・・・向上向上向上向上とととと個性個性個性個性をををを伸伸伸伸ばすばすばすばす教育教育教育教育のののの推進推進推進推進        

 

１１１１    学習指導学習指導学習指導学習指導    

目標目標目標目標    

個に応じた指導を積極的に進めることにより基礎的・基本的な内容を確実に習得させ、

これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等をはぐくむとと

もに、学習意欲の向上や言語活動の充実を基盤として、学力の充実・向上を目指す取組を

組織的に進める。 

 

努力点努力点努力点努力点    

（１） 学習指導要領の趣旨を踏まえ、授業改善を進めるとともに、指導内容の精選と重

点化を図り、授業時数を確保しながら綿密な指導計画に基づいて指導する。 

（２） 個々の学習状況を的確に把握・分析し、個に応じた指導を積極的に進め、指導方

法や指導体制の工夫改善に努める。 

（３） 学習指導要領に示す目標に照らして、その実現状況を見る評価を一層重視すると

ともに、児童生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価し、きめ細かな指導に

生かす。 

（４） 「総合的な学習の時間」では、各教科等で身に付けた知識や技能を相互に関連付

け、総合的に働くようにするとともに、探求的な学習として充実を図る。 

（５） 司書教諭などすべての教職員が連携して、読書意欲の向上や読書習慣の形成等に

努めるとともに、学習・情報センターとしての学校図書館の計画的な利用を進める。 

（６） 特別活動の実施に当たっては、望ましい集団活動や体験を通して、心身の調和の

とれた発達を図るとともに、ガイダンスの機能を生かして個性の伸長に努める。 
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２２２２    進路指導進路指導進路指導進路指導    

目標目標目標目標    

進路指導を人間としての在り方生き方にかかわる指導ととらえ、そのなかで学ぶこと働

くことの喜びと大切さを体得させ、将来への目的と展望をもって、自らの進路を主体的に

切り拓く能力や態度を育成する。 

 

努力点努力点努力点努力点    

（１） 校内外での幅広い学習経験や啓発的経験を得させる活動を充実させ、自己の特性

に気付かせるとともに、望ましい職業観、勤労観を身に付け、将来への希望とその

実現への意欲を高める指導に努める。 

（２） 校内の進路指導体制を確立し、家庭や関係諸機関との連携のもとに、組織的・計

画的・継続的な進路指導を推進するとともに、キャリア教育に関する指導力の向上

に努める。 

（３） 進路希望の実現のため、学力の充実・向上と規律ある学校生活の実践に努め計画

的な相談活動を通して自己理解を深めさせ、進路に対する目的意識の向上に努める。 

（４） 適切な進路情報を幅広く収集整理し、個に応じた進路指導に努める。 

 

３３３３    特別支援教育特別支援教育特別支援教育特別支援教育    

目標目標目標目標    

発達障害を含め、障害のある幼児児童生徒が、心豊かでたくましく生きる力を培い、自

立し社会参加する資質や能力を育てるための、個々の教育的ニーズに応じた適切な教育に

努める。 

また、すべての幼児児童生徒に、障害のある人への正しい理解と認識を育てるための計

画的な指導に努める。 

 

努力点努力点努力点努力点    

（１） 「個別の指導計画」による個に応じた指導を推進・充実し、生涯にわたって学び

続ける意欲と能力の伸長を図るため、保護者との共通理解を図りつつ効果的な指導

を進める。 

（２） 幼稚園、小学校、中学校間や関係機関及び保護者との連携のもとに進路を見通し

た就・修学指導を確実に進める。 

（３） 通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対する個別の指

導計画の活用と指導方法の工夫改善に努める。 

（４） 学校の教育活動全体に交流及び共同学習を位置付け、計画的、継続的に行う。 

（５） 障害のある人及び特別支援教育について、正しい理解と認識を深める指導の充実

に努める。 

 

４４４４    幼稚園教育幼稚園教育幼稚園教育幼稚園教育    
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目標目標目標目標    

幼児期の特性を踏まえ、豊かな環境を基本とし、遊びを中心とした総合的指導を通して、

人間形成の基礎を培う。 

 

努力点努力点努力点努力点    

（１） 幼稚園教育要領の趣旨に沿い、教育の期間や幼児の生活体験、発達の過程などに

配慮した教育課程の編成を行うとともに、体験活動を生かした幼児期にふさわしい

活動を展開し、社会生活上のルールや道徳性を必要に応じて身に付けるように援助

する。 

（２） 個々の幼児の特性や発達に応じた環境構成と指導方法の工夫に努める。 

（３） 生涯にわたる生活や学習の基盤となることに配慮し、家庭や小学校との連携を強

化するとともに、適切な就学指導に努める。 

（４） 地域における「子育て支援」を担う教育機関としての役割を認識し、保護者及び

関係諸機関等と連携し、取組を積極的に進める。 

 

 

        豊豊豊豊かなかなかなかな人間性人間性人間性人間性をはぐくむをはぐくむをはぐくむをはぐくむ教育教育教育教育のののの推進推進推進推進            

 

１１１１    道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育    

目標目標目標目標    

生命の尊重や他人を思いやる心など豊かな心の育成のため、幼児・児童生徒の実態に即

し、教育活動全体を通じて道徳性を養うための指導を推進する。特に、道徳の時間の指導

を充実させ、各学級で道徳的実践力の育成に努める。 

 

努力点努力点努力点努力点    

（１） 道徳教育の全体計画、学級における指導計画及び道徳の時間の年間指導計画を学

校行事や総合的な学習の時間等と関連させ、指導内容の改善と充実を図り、指導の

徹底に努める。 

（２） 道徳の時間では、体験活動を生かす工夫や「京の子ども 明日へのとびら」等の資

料の活用、地域の人々の協力などにより、内面に根ざした道徳性の育成を図る。 

（３） 児童生徒の心に響き、道徳的価値の自覚を促す指導方法についての研修を深め、

授業の充実に努める。 

（４） 授業公開などを通して、学校における道徳教育に対する保護者・地域社会の理解

を一層深めるよう努める。 

（５） 家庭や地域社会と一体となって、道徳的実践を促す環境づくりに努める。 

 

２２２２    人権教育人権教育人権教育人権教育    

目標目標目標目標    
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学校教育活動全体に人権教育を適切に位置付け、基本的人権や同和問題などさまざまな

人権問題についての正しい理解と認識の基礎を培う。 

 

努力点努力点努力点努力点    

（１） 人権に関する学習を計画的に進め、すべての人の基本的人権を尊重する心をはぐ

くむ。 

（２） 児童生徒の学力の向上を図り、修学保障に努めるとともに、多様な進路を主体的

に選択できる力を身に付けさせる。 

（３） 人権に関する研修を日常的・系統的に行い、認識の深化と指導力の向上に努める。 

（４） 校種間連携や交流を通し、発達段階に即した人権教育を推進する。 

（５） 人権問題の解決を目指すため、関係諸機関との連携を強化し、地域・保護者の深

い信頼の下に実践を進める。 

 

３３３３    生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導    

目標目標目標目標    

人間の尊厳という観点に立ち、幼児・児童生徒の内面理解に努め、個々の課題の解決を

図るとともに望ましい集団活動を通して、人間としてよりよい生き方をめざし、実践して

いく力を育てる。あわせて、校内指導体制を有効に機能させ、組織的・計画的な指導を推

進する。 

 

努力点努力点努力点努力点    

（１） 幼児・児童生徒と教職員及び幼児・児童生徒相互の心のふれ合いを大切にし、深

い信頼関係に基づく人間関係の育成に努める。 

（２） 学習のつまずきやおくれ、生活のみだれなどが問題行動の要因となりやすいこと

を踏まえ、目的意識を持たせ、一人一人のよさに着目して意欲を育てる指導に努め

る。 

（３） 特別活動を充実し、ボランティア活動など様々な体験活動を通して、一人一人の

児童生徒に豊かな心、たくましい心の育成と、存在感・充実感のある学校生活を送

らせるための積極的な指導に努める。 

（４） 不登校やいじめなど個々の事象に対応できる組織的、継続的な教育相談活動を一

層充実し、好ましい人間関係の育成を通して、社会性を身に付けるなど、その未然

防止とともに、早期発見・早期対応を図るなどその解決に向けた総合的な取組を進

める。 

（５） 学校や社会のきまり、ルールを守ることの意義や重要性について、児童・生徒を

取り巻く課題等を教材化して、児童生徒に考えさせ、規範意識の向上に努める。 

（６） 家庭、地域社会や関係諸機関との連携を強め、情報モラルについて指導するとと

もに児童生徒の学校外活動への参加を促すなど、環境の浄化や健全な文化の育成に

努める。 

（７） 児童虐待の早期発見に努め、関係機関と連携し、必要な支援を行う。 
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４４４４    健康安全教育健康安全教育健康安全教育健康安全教育    

目標目標目標目標    

自他の生命の尊さを自覚し、生涯にわたって心身ともに健康で安全に生き抜く実践力を

身に付けた児童生徒を育成するため、家庭や地域社会、関係機関との連携を強化し、健康

安全教育を組織的・計画的に推進する。 

 

努力点努力点努力点努力点    

（１） 健康の保持増進と幅広い運動を経験させるとともに、新体力テストの結果をもと

に、自己の体力について理解させ、基礎的な体力、運動能力の向上に努める。 

（２） 事故災害の実態を明らかにして教材化し、潜在危険を予測する能力を高め主体的

に安全な生活を営む正しい判断力と実践力を養う。特に日常的な安全管理に関する

対策、自転車の安全な利用の促進を含む交通安全指導の徹底と地震防災安全教育の

充実を図る。 

（３） 危機管理体制を整備・充実し、学校独自の「危機管理マニュアル」を検証し改善

することにより、教職員がその意識を高め、保護者・地域社会・関係機関等と連携

して児童生徒の安全確保に努める。 

（４） 児童生徒の実態と発達段階に応じたエイズに関する指導を含む性教育の指導内容

を工夫し、保護者等の理解を得ながら適切に推進するとともに、喫煙・薬物乱用な

どの防止や感染症及び生活習慣病など現代的健康課題の対応を含む保健教育を推進

する。 

（５） 望ましい食習慣の形成や好ましい人間関係を育てるなど、各校の特色を生かし、

家庭や地域社会と連携した食育の取組を推進する。 

 

 

        社会社会社会社会のののの変化変化変化変化にににに対応対応対応対応するするするする教育教育教育教育のののの推進推進推進推進            

    

１１１１    国際理解教育国際理解教育国際理解教育国際理解教育    

目標目標目標目標    

国際感覚を身に付けた児童生徒の育成を目指し、我が国の文化や伝統を尊重するととも

に、異文化を理解し尊重する態度や共に生きていく資質や能力を育てる。 

 

努力点努力点努力点努力点    

（１） 国際社会に生きる日本人としての基礎的資質を養うため、各教科等の指導内容を

踏まえ、体験的な学習や課題学習などを取り入れて年間指導計画を確立し、その実

践に努める。 

（２） 外国の人々との交流を通して諸外国の文化を理解させると共に、外国語活動を通

じたコミュニケーション能力の素地や基礎の育成に努める。 
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（３） 帰国児童生徒については、学校生活への円滑な適応を図り、海外で身に付けた能

力や特性を生かす指導に努める。 

 

２２２２    環境教育環境教育環境教育環境教育    

目標目標目標目標    

身近な自然や社会の事象に関心を持ち、人々のくらしと環境とのかかわりについて理解

を深め、環境を大切にする生活のしかたや実践的態度や能力を育てる。 

 

努力点努力点努力点努力点    

（１） 脱温暖化社会と循環型社会を目指し、地域の実態に応じて環境教育の内容を明ら

かにし、学校・園の教育活動全体を通して計画的に推進する。 

（２） 児童生徒等の発達段階に応じて積極的に身に付けた体験的な学習や問題解決的な

学習を取り入れ、環境に対する豊かな感受性と環境に配慮した生活や行動ができる

態度を育てる。 

 

３３３３    情報教育情報教育情報教育情報教育    

目標目標目標目標    

児童生徒の発達段階に応じ、情報活用能力の育成に関する指導を、授業の ICT 活用な

ど学校における教育の情報化を通じて総合的・計画的に推進する。 

 

努力点努力点努力点努力点    

（１） 教育活動全体を通じて情報活用能力の育成が図れるように、各教科等の学習内容

と情報教育の目的や内容との関連付けを明確にした年間指導計画を作成する。 

（２） 各教科等の指導に当たっては、情報通信ネットワークやコンピュータなどの教育

機器を積極的に活用して、児童生徒の興味・関心に応じた主体的な学習を展開する

など、指導方法の改善工夫に努める。 

（３） 情報教育を推進する組織体制の整備を進め、発達段階に応じて、情報モラルに関

する指導の充実に努める。 

 

 

        教職員教職員教職員教職員のののの資質能力資質能力資質能力資質能力のののの向上向上向上向上            

 

１１１１    教職員教職員教職員教職員のののの使命使命使命使命とととと責任責任責任責任    

目標目標目標目標    

教職員は、教育公務員としての使命と責任を自覚し、教育関係諸法令を守るとともに、

教職に対する愛着と誇りをもち、豊かな人間性、広い社会性及び高い専門性を基盤とした

実践的指導力の向上に努めなければならない。 

 

努力点努力点努力点努力点    
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（１） 教職員は、人間の成長や発達について深い理解と児童生徒に対する教育的愛情を

持ち、児童生徒や保護者との信頼関係を確立するとともに、ボランティア活動など

広く社会とかかわり学校内外を問わず、幅広い人間関係を築くことによって、自己

の人間性を豊かにするように努める。 

（２） 教職員は、広い視野から社会の変化や時代のニーズを的確に把握する感性を持ち、

常に意識改革に努め、児童生徒や保護者の多様な価値観に適切に対応するとともに、

教職員相互の連携・協働体制の確立を図り、組織としての学校教育力を高めるよう

に努める。 

（３） 教職員は、豊かな見識と専門性に基づいた確かな指導力と自ら学び続ける意欲を

持ち、自己の資質能力の向上に努めるとともに、常に組織の一員としての自覚をも

ち、計画的・継続的な教育実践に取り組み、公教育の推進を目指す。 

（４） 教職員は、自己の健康管理に留意するとともに、幼児・児童生徒の生命の安全に

対する危機意識を持って勤務することはもとより個人情報にかかる文書等の管理に

ついても慎重にして適切な取り扱いに努める。 

 

２２２２    教職員研修教職員研修教職員研修教職員研修    

目標目標目標目標    

教職員は、職務の遂行に当たって、教育目標の具現化のために、不断の研鑚
け ん さ ん

によって自

己の陶冶
と う や

を図るとともに、主体的・組織的な研修を通し、指導力の向上に努め、学校教育

へ
 

の期待に応えるよう努めなければならない。 

 

努力点努力点努力点努力点    

（１） 校長は、年間研修計画を策定するとともに、校内研修組織を整備し、教職員の実

践的指導力の向上と研修成果の発表の機会の設定に努める。 

（２） 教職員は、京都府教育委員会や京都府総合教育センター及び京田辺市教育委員会

が主催する研修に積極的に参加し、指導力量を向上させるとともに、研修成果を校

内研修や教育実践に生かすように努める。 

（３） 研究会等は、公教育の推進を目指し、教育委員会との密接な連携のもとに教育水

準の向上を図るため、教育課題を踏まえた研究活動を進める。 

 

 

        平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度    学校教育学校教育学校教育学校教育のののの実践的課題実践的課題実践的課題実践的課題            

 

１  学力の充実・向上と個性や能力の伸長を図る教育 

（１） 基礎・基本の確実な定着と学習意欲の向上を図る具体的な取組 

・繰り返し指導  

・家庭学習の内容検討 

・中１振り返り集中学習（ふりスタ） 
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（２） 児童生徒の実態に応じた指導方法の工夫改善 

・習熟の程度に応じた指導における教材や展開方法の工夫 

・具体の評価規準の作成とその実践・検証 

 

２  新学習指導要領の趣旨理解の徹底と計画的な移行措置への対応 

（１） 『新学習指導要領の先行実施に向けた準備チェックリスト』の活用 

（２） 小学校外国語活動の実施 

・校内での共通理解(授業研究としての位置づけ等) 

・中学校ブロック内での交流 (中学校英語との相違点の確認、授業参観の実施等) 

・保護者への啓発 (授業公開等) 

（３） 「総合的な学習の時間」の目標についての再確認 

（４） 平成21 年度から実施される内容についての理解と実施 

 

３  豊かな人間性とたくましさを育てる教育の推進 

（１） 道徳の時間の充実と指導方法の工夫改善(明日へのとびら等の資料活用) 

（２） 豊かな体験活動の継続と充実(幼稚園キララ体験活動の充実等) 

（３） 不登校児童生徒への学習・生活面の支援と市適応指導教室(ポットラック)との連

携 

（４） いじめの早期発見と加害・被害双方の子ども達への丁寧できめ細かな指導 

 

４  社会の変化や課題に対応 

（１） 教職員の危機管理意識を高め、家庭・地域社会との連携による校内外の危機管理

体制を整備・充実(交通安全・不審者) 

（２） 幼児・児童生徒自らが危機回避能力を身につけることができる指導の工夫(喫煙・

薬物被害防止も含む) 

（３） 情報モラルの徹底と保護者への啓発(携帯電話やインターネットによる被害・加害

防止について、継続して推進する) 

 

５  教師力、学校力を高め、信頼される学校づくり 

（１） 教職員による自己評価、学校関係者評価など、学校改革につながる学校評価の実

施 

・評価項目の検討 

（２） 教職員評価などを活用した教職員の資質向上 

 

市立幼稚園及び小・中学校の教職員並びに教育関係者は、以上のような京田辺市の教育

を推進するため、学校教育にたずさわる使命と責任を自覚し、校・園長を中心に信頼と協

調による規律ある指導体制を確立して、その遂行に努め、保護者ならびに市民の信託と期

待に応えなければならない。 



２．市立幼稚園、小中学校教職員数（５月１日現在）

(1) 幼稚園

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

田 辺 1 1 1 6 1 1 9

田 辺 東 1 1 4 1 7

草 内 1 1 4 1 7

大 住 1 1 8 1 11

三 山 木 1 1 5 1 8

松井ケ丘 1 1 3 1 6

薪 1 1 8 1 11

普 賢 寺 1 1 3 1 6

合 計 8 8 1 41 8 1 65

(2) 小学校

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

大 住 1 1 5 11 1 1 4 1 9 16

田 辺 1 1 12 18 1 1 1 4 1 14 26

草 内 1 1 5 11 1 1 1 3 1 9 16

三 山 木 1 1 8 9 1 1 4 1 9 17

普 賢 寺 1 1 3 3 1 1 1 2 1 6 8

田 辺 東 1 1 9 8 1 2 3 1 11 15

松井ケ丘 1 1 7 19 1 1 1 1 4 1 10 27

薪 1 1 4 17 1 1 4 1 7 23

桃 園 1 1 8 17 1 1 2 3 1 13 22

合 計 8 1 7 2 61 113 9 3 1 9 4 31 7 2 88 170

(3) 中学校

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

田 辺 1 1 18 13 1 1 1 22 14

大 住 1 1 19 10 1 1 1 22 12

培 良 1 1 16 9 1 1 1 1 20 11

合 計 3 3 53 32 3 2 2 3 64 37 101

駒 好 修 36

久 貝 佳 弘 34

杉 山 武 31

計
合計

教諭
養護
教諭

事務
職員

栄養
教諭

調理師 用務員
校 長 名

校長 教頭

西 村 和 巳 35

258

藤 山 高 志 37

藤 井 重 博 30

岡 本 新 一 14

村 松 博 行 26

東 壽 亮 25

長 澤 昌 子 26

桂 康 夫 25

藤 原 陽 40

計
合計

教諭
養護
教諭

事務
職員

栄養
教諭

調理師 用務員
校 長 名

校長 教頭

水 山 晶 子 6

66

8

井上 多加子 6

日 向 紀 子 11

齊 藤 悦 子

7

辰 本 千 春 7

太田 美智子 11

芹 井 利 子

合計

三 木 明 子 10

事務
職員

栄養
教諭

調理師教諭
養護
教諭

用務員 計
園 長 名

園長 教頭

31



３．幼児・児童・生徒数、学級数（５月１日現在）

(1) 幼稚園

年齢

学級数 7

男 女 男 女 男 女 男 女

22 18 19 24 24 28 65 70

学級数 4

男 女 男 女 男 女 男 女

9 13 19 9 11 13 39 35

学級数 4

男 女 男 女 男 女 男 女

23 12 20 15 16 19 59 46

学級数 7

男 女 男 女 男 女 男 女

21 23 22 19 29 34 72 76

学級数 4

男 女 男 女 男 女 男 女

17 18 12 19 14 16 43 53

学級数 3

男 女 男 女 男 女 男 女

11 5 11 22 17 13 39 40

学級数 6

男 女 男 女 男 女 男 女

21 24 20 24 25 23 66 71

学級数 3

男 女 男 女 男 女 男 女

5 3 1 8 5 4 11 15

学級数 38

男 女 男 女 男 女 男 女

129 116 124 140 141 150 394 406

(2) 小学校

学年

学級数 12 (2)

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

19 29 33 26 34 20 26 25 30 26 32 26 174 152

特別支援 2 2 4 0

計 19 29 33 26 34 20 28 25 30 26 34 26 178 152

学級数 19 (2)

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

70 58 65 51 52 59 52 42 52 68 57 49 348 327

特別支援 2 1 1 1 4 1

計 70 58 67 51 53 59 52 42 53 68 57 50 352 328

3 19

田辺

4 3 3

児童数

3 3

2 2 2 12

大住

2 2 2

児童数

11 38

幼児数

1 2 3 4 5 6 計

幼児数

合計

16 11

6

幼児数

普賢寺

1 1 1 3

2

幼児数

薪

2 2

4

幼児数

松井ケ丘

1 1 1 3

7

幼児数

三山木

2 1 1

幼児数

大住

3 2 2

草内

2 1 1

1

田辺

3

幼児数

田辺東

2 1

幼児数

148

2 2 7

4

105

計

4

3歳 4歳 5歳

合計

675

326

4

330

5

680

合計

135

74

26

800

96

79

137
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学年

学級数 12 (2)

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

34 35 33 33 41 31 33 28 35 32 34 30 210 189

特別支援 1 1 1 1 1 3 2

計 34 35 34 34 41 31 34 29 36 32 34 30 213 191

学級数 12 (1)

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

25 33 28 30 21 30 27 27 19 29 25 26 145 175

特別支援 1 1 1 1

計 25 33 28 31 21 30 27 27 20 29 25 26 146 176

学級数 6

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

11 9 9 5 5 8 8 8 7 2 6 11 46 43

特別支援

計 11 9 9 5 5 8 8 8 7 2 6 11 46 43

学級数 13 (2)

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

34 26 19 26 28 43 28 43 45 29 42 27 196 194

特別支援 1 1 1 1 3 6 1

計 35 26 20 27 29 43 31 43 45 29 42 27 202 195

学級数 21 (2)

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

57 55 54 49 74 64 46 69 59 69 64 55 354 361

特別支援 1 1 1 4 1 7 1

計 57 55 54 49 75 64 47 69 60 69 68 56 361 362

学級数 17 (2)

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

48 40 42 48 46 44 34 45 47 46 39 33 256 256

特別支援 1 1 2 1 1 5 1

計 49 41 44 48 46 44 35 45 48 46 39 33 261 257

学級数 19 (2)

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

71 68 46 47 53 52 49 46 59 55 38 41 316 309

特別支援 1 1 1 2 1 4

計 71 69 46 47 53 53 50 46 59 57 38 41 317 313

学級数 131 (15)

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

369 353 329 315 354 351 303 333 353 356 337 298 2,045 2,006

特別支援 2 2 6 3 3 1 9 1 5 2 6 2 31 11

計 371 355 335 318 357 352 312 334 358 358 343 300 2,076 2,017

（注）合計の（　）内数字は、特別支援学級数。

23 21 13121

桃園

4 3

児童数

総数

23 21 22

児童数

2 17

3 3 3 3

3 3

19

薪

3 3 3

児童数

児童数

松井ケ丘

3 3

田辺東

2

21

児童数

3 2 13

4 3 4 4

2

普賢寺

1 1

三山木

2

児童数

2 2

2 22

児童数

12

1 1 1 1

2 2

6

計

草内

2 2 2 2 2 2 12

児童数

51 2 3 4 6

8

390

7

397

715

512

6

89

320

89

723

399

4,051

42

518

625

5

630

2

322

合計

5

404

4,093
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(3) 中学校

学年

学級数 15 (3)

男 女 男 女 男 女 男 女

117 106 73 89 76 93 266 288

特別支援 1 1 2 3 3 3 7

計 118 107 75 92 76 96 269 295

学級数 16 (1)

男 女 男 女 男 女 男 女

108 83 135 102 103 90 346 275

特別支援 1 1 1 1

計 109 84 135 102 103 90 347 276

学級数 12 (2)

男 女 男 女 男 女 男 女

73 52 67 60 72 73 212 185

特別支援 3 1 1 1 4 2

計 73 52 70 61 73 74 216 187

学級数 43 (6)

男 女 男 女 男 女 男 女

298 241 275 251 251 256 824 748

特別支援 2 2 5 4 1 4 8 10

計 300 243 280 255 252 260 832 758

（注）合計の（　）内数字は、特別支援学級数。

(4)市内私立幼稚園
年齢

学級数 7

男 女 男 女 男 女 男 女

40 36 34 28 25 32 99 96

学級数 12

男 女 男 女 男 女 男 女

15 11 14 13 12 18 41 42

学級数 19

男 女 男 女 男 女 男 女

55 47 48 41 37 50 140 138

（注）そよかぜ幼稚園については、異年齢混合クラスのため合計数のみ記載。

(5)市内私立中学校
学年

学級数 9

男 女 男 女 男 女 男 女

30 56 38 63 47 70 115 189

9
同志社
国際

3 3 3

生徒数

19

幼児数

1 2 3 計

合計

7 6 6

124 4 4

そよかぜ
幼児数

計

7

3歳 4歳

聖愛

3 2

幼児数

5歳

2

43

総数

15 14 14

生徒数

12

培良

4 4 4

生徒数

16

大住

5 6 5

生徒数

15

田辺

6 4 5

生徒数

1 2 3 計

554

10

合計

564

621

2

623

397

6

403

1,572

18

1,590

合計

195

83

278

合計

304

34



４．児童生徒数の推移

(1) 幼稚園

１６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

学級数 41 44 42 40 41 38

園児数 863 873 888 847 835 800

(2) 小学校

１６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

学級数 121 126 131 139 139 146

児童数 3,437 3,628 3,715 3,884 3,953 4,093

(3) 中学校

１６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

学級数 44 44 43 43 43 43

生徒数 1,403 1,421 1,439 1,452 1,514 1,590

(4) 推移グラフ

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

50 52 54 56 58 60 62 元 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

児童数

生徒数

園児数
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５．小中学校の分離について

大住中学校（昭和５４．４）

④田辺中学校

培良中学校（昭和５７．４）

松井ケ丘小学校（昭和５４．４）

①大住小学校

桃園小学校（昭和５９．４）

薪小学校（昭和５５．４）

②田辺小学校

田辺東小学校（昭和４７．４）

③草内小学校

36



６．幼稚園・小学校・中学校の施設の状況

（１）幼稚園 単位：室、㎡

保育室数 遊戯室数 内運動場

田　　辺 7 1 668 - - 2,976 1,117

田 辺 東 8 1 855 - - 3,458 1,094

草　　内 6 1 887 - - 1,675 613

大　　住 8 1 892 - - 3,404 1,377

三 山 木 4 1 646 - - 2,042 701

松井ケ丘 6 1 1,082 - - 2,388 978

薪 6 1 698 - - 3,326 800

普 賢 寺 3 1 491 - - 1,273 405

計 48 8 6,219 - - 20,542 7,085

（２）小学校 単位：室、㎡

普通教室 特別教室 内運動場

大　　住 14 11 5,520 668 628 16,521 6,776

田　　辺 21 5 4,767 860 575 14,414 6,567

草　　内 14 7 3,649 740 450 14,550 7,286

三 山 木 13 4 2,898 649 512 14,012 6,628

普 賢 寺 6 6 2,023 631 193 10,255 4,415

田 辺 東 15 12 5,278 808 651 18,378 8,919

松井ケ丘 23 6 4,811 703 737 22,464 6,590

薪 19 5 4,007 716 760 22,043 8,589

桃　　園 21 6 4,534 717 704 18,251 6,878

計 146 62 37,487 6,492 5,210 150,888 62,648

（3）中学校 単位：室、㎡

普通教室 特別教室 内運動場

田　　辺 18 16 5,362 1,179 - 26,077 17,320

大　　住 17 17 7,595 1,035 - 23,921 11,500

培　　良 14 12 5,348 1,070 - 27,051 12,627

計 49 45 18,305 3,284 - 77,049 41,447

プ ー ル
面 積

敷 地 面 積校　　名
教室数

校舎面積
体 育 館
面 積

体 育 館
面 積

プ ー ル
面 積

敷 地 面 積

教室数
校舎面積

体 育 館
面 積

プ ー ル
面 積

敷 地 面 積園  名

校　　名
教室数

校舎面積
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７．各校(園)の教育目標と目指す幼児･児童･生徒像 
 

（１） 幼稚園 

【市立幼稚園教育目標】 

幼児期の特性を踏まえ、豊かな環境を基本とし、遊びを中心とした総合的な指導を通し

て、人間形成の基礎を培う。 

 
園   名 教  育  目  標 目 指 す 幼 児 像  

大 住 幼 稚 園 

幼児を取り巻く環境を通して、幼児

期の特性と発達の実態を踏まえ、友

達とのかかわりを中心とした遊びの

中で、総合的な指導により、心豊か

で自立心のある子どもを育てる。 

・ 健康で明るい子ども 

・ 友達となかよくする子ども 

・ 豊かな美しい心をもっている子ども 

・ 進んで遊びや仕事の出来る子ども 

・ よく考える子ども 

田 辺 幼 稚 園 

遊びを中心とした総合的な活動を

通して心豊かで、主体的に生活で

きる幼児を育てる。 

・ 健康で明るい子ども 

・ 友達と仲良くする子ども 

・ 進んで遊びや仕事をする子ども 

・ よく考える子ども 

・ 豊かな美しい心をもっている子ども 

田 辺 東 幼 稚 園 
豊かな心を持ち、たくましく、主体的

に生活する子どもを育てる。 

・ 健康で明るい子ども 

・ 友だちとなかよくする子ども 

･ 豊かな心をもつ子ども 

・ 自分から進んで遊ぶ子ども 

・ よく考える子ども 

草 内 幼 稚 園 

幼児一人一人の生活と発達の実態

を踏まえ、環境を通して行うことを基

本とし、遊びを中心とした総合的な

指導により、心豊かでたくましい子

どもを育てる。 

・ 健康で明るい子ども 

・ 友達となかよくする子ども 

・ 豊かな心をもつ子ども 

・ 自分から進んで遊ぶ子ども 

・ よく考える子ども 

三 山 木 幼 稚 園 

幼児自ら身近な環境にかかわり、健

康で心豊かにたくましく生きる力を

育てる。 

・ 健康で明るい子ども 

・ 豊かな心をもっている子ども 

・ 相手の気持ちがわかる子ども 

・ 友達と仲良く、共に生きる子ども 

・ 進んで遊びや仕事をする子ども 

・ よく考える子ども 

松井ケ丘幼稚園 

幼児自らが、意欲的に環境にかか

わり、心豊かにたくましく生きる力を

育成する。 

・ 健康で明るい子ども 

・ 友達となかよくする子ども 

・ 豊かな心をもつ子ども 

・ 自分から進んで遊ぶ子ども 

・ よく考える子ども 

薪 幼 稚 園 

幼児一人一人の生活と発達の実態

を踏まえて、遊びを中心とした総合

的な活動を通して主体的に生活で

きる子どもを育てる。 

・ 健康で明るい子ども 

・ 友達と仲良くする子ども 

・ 進んで遊びや仕事にとりくむ子ども 

・ 豊かな美しい心をもつ子ども 

・ よく考え最後までがんばる子ども 

普 賢 寺 幼 稚 園 

身近な自然や地域の人々とかかわ

り、心豊かにたくましく生きる力を育

てる。 

・ 健康で明るい子ども 

・ 友達と仲良くする子ども 

・ 遊びや仕事のできる子ども 
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（２） 小学校 

学 校 名 教  育  目  標 目 指 す 児 童 像  

大 住 小 学 校 

本校教育は各種法令に基づき、人間の

尊厳と基本的人権を基として、知・徳・体

の調和のとれた発達を図り、一人一人の

個性の伸長と新しい時代を主体的・創造

的に生きる、豊かな人間性と実践力を備

えた心身ともに健康な児童の育成をめざ

す。 

〇 進んで学び 深く考える子 

〇 心豊かに 仲良く助け合う子 

〇 ねばり強く がんばる子 

〇 明朗で 健康な子 

田 辺 小 学 校 

一人一人の個性を伸ばし ひとりだちでき

る子どもの育成 

（１） じょうぶな子 ―からだづくり 

   （自立･共生） 

（２） 考える子   ―学力づくり 

   （チャレンジ） 

（３） やさしい子  

   (共 生)     生き方づくり 

（４） はたらく子   

   (自 立) 

草 内 小 学 校 
互いに学び合い、高め合う草内（くさじ）っ

子の育成 

・ 深く考える子（探求） 

・ 仲良く協力する子（共生） 

・ 進んでやりぬく子（努力） 

三 山 木 小 学 校 心豊かに よく考え 学び合う 元気な子 

（１） めあてを持って学習する子 

（２） 思いやりをもって活動する子 

（３） 意欲をもって体をきたえる子 

普 賢 寺 小 学 校 

地域の特性を生かし、確かな学力と豊か

な心・たくましい身体を持つ普賢寺っ子の

育成 

〇豊かにたくましく生きる力 

・ 進んで学び深く考える子(知) 

・ 仲良く協力する子(徳) 

・ 明るく元気な子(体) 

田 辺 東 小 学 校 

「確かな学力を身に付けた子どもの育成」

「心豊かでたくましい子どもの育成」｢命を

大切にする子どもの育成｣を目指した教

育の推進 

・ 良く聞き、考える子 

・ 物事に進んで取り組む子 

・ 命を大切にする子 

松井ケ丘小学校 
「生きる力」を身に付け、２１世紀を力強く

生きぬく子ども 

（１）  生命を大切にする子 

（２）  よく考え、学び合う子 

（３）  ふるさとに誇りをもち世界に 

   はばたく子 

薪 小 学 校 
豊かな心と優れた知性を持ち、心身とも

に健やかに、ひとり立ちできる児童の育成 

（１） めあてをもって学ぶ子 

（２） 仲よく助け合う子 

（３） たくましい子 

桃 園 小 学 校 
自他を尊重し、心豊かにたくましく生きる

児童の育成 

（１） よく考える子  〈探求〉 

（２） やさしい子   〈共生〉 

（３） 元気な子    〈活力〉 
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（３） 中学校 

学 校 名 教  育  目  標 目 指 す 生 徒 像 

田 辺 中 学 校 
知性・情操・健康・友愛の調和のとれ

た発達を目指す。 

（１）意欲的に自ら学ぶ生徒（知性） 

（２）自主性に富み、心豊かな生徒（情

操） 

（３）心身ともに健康でたくましく生きる

生徒（健康） 

（４）自他を尊重し、共に高め合う生徒

（友愛） 

大 住 中 学 校 

知･徳･体の調和のとれた発達を図り、

自他を尊重し、より質の高い生活を築

くことのできる生徒を育成する。 

（１）自ら学び、自ら考え、表現できる生

徒 

（２）自らをきたえ、やりとげる生徒 

（３）自他を尊重し、学校･家庭･地域に

生きる生徒 

培 良 中 学 校 自己を磨き、人を大切にする生徒 

（１） 自ら学び、考える生徒［知］ 

（２） 人間性豊かな生徒［徳］ 

（３） 心身ともにたくましい生徒［体］ 

 

 

８．各校(園)の研究主題 
（１） 幼稚園 

園    名 研   究   主  題 指定研究等 

大 住 幼 稚 園 
生き生き遊ぶ姿を求めて 

－いろいろな友達とかかわり合う中で－ 
 

田 辺 幼 稚 園 

考えよう 幼児期にふさわしい生活や遊び 

－幼児が心を弾ませて                                        

主体的にかかわれる環境作り－ 

 

田 辺 東 幼 稚 園 
「幼稚園って楽しいな」 

－身近な人とのかかわりを通して－ 

京田辺市立幼稚園 

研究指定園 

草 内 幼 稚 園 
人とふれあう楽しさが感じ合える仲間づくり 

－ともだちっていいな－ 
 

三 山 木 幼 稚 園 

心を動かし、いろいろな人と触れ合う楽しさを味わうた

めの環境づくり 

－うれしい 楽しい 大好き－ 

 

松井ケ丘幼稚園 
身体を動かす心地よさを味わうための環境づくり 

－笑顔いっぱい 遊び大好き－ 
 

薪 幼 稚 園 
幼児の生活を豊かにするには、どのような環境構成

をし、教師のかかわりをすればよいかを考える。 
 

普 賢 寺 幼 稚 園 

自分らしさを発揮し、人と触れ合う楽しさや喜びを感

じるために 

－自然いっぱい 元気いっぱい－ 
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（２） 小学校 

学 校 名 研  究  主  題 指定研究等 

大 住 小 学 校 

「自ら考え ともに学び合う 子ども達の育

成」 

－児童一人一人が豊かな国語力を培い、

生き生きと学習し、学ぶ喜びを味わう授

業をめざして－ 

平成 21･22･23 年度 

京都府愛鳥モデル校指定 

田 辺 小 学 校 

「ひとりだちできる た・な・べっ子を目指

す指導のあり方」 

－心豊かに輝く児童を育てる 

指導のあり方－ 

平成 21 年度  

スクールサポート研究協力校 

草 内 小 学 校 

「自ら学ぶ意欲を持ち、共に学び合う児童

の育成」 

－的確な読み取り、適切に表現する力を

つける学習指導の工夫改善－ 

平成 20・21・22 年度 

キ・ラ・ラげんきっ子教育実践校 

 

三 山 木 小 学 校 

子ども、教職員、保護者・地域が共に学び

合い、育ち合う学校づくり 

－一人一人が、問題意識を持ち、対話す

る中で、互いに学び合い、さらに自己の

学びをより豊かで、確かなものにしてい

く授業づくり－ 

平成 19･20･21 年度  

キ・ラ・ラげんきっ子教育実践校 

平成 20･21 年度「学力向上プログ

ラム開発校」 

平成 21 年度 

「やましろ夢・未来っ子」研究推進

校（特別支援教育） 

普 賢 寺 小 学 校 

「意欲的に学び合う授業づくりと定着・習

熟学習の総合的展開」 

－きめ細かな実態把握を基に、一人一人

の子どもに、確かな算数の学力を身につ

けさせるために－ 

平成 21･22･23 年度 

キ・ラ・ラげんきっ子教育実践校 

田 辺 東 小 学 校 

「よく聞き、深く考え、しっかり表現できる児

童の育成」 

－言語活動を重視した算数科の取組－ 

平成 19･20･21 年度  

キ・ラ・ラげんきっ子教育実践校 

松井ケ丘小学校 「コミュニケーションを楽しむ英語活動｣  

平成 19･20･21 年度  

キ・ラ・ラげんきっ子教育実践校 

平成 21 年度 

外国語活動実践研究事業委託校 

平成 21 年度 

「やましろ夢・未来っ子」研究推進

校（特別支援教育） 

薪 小 学 校 

「豊かな表現力を身に付けた児童の育

成」 

－書く力を伸ばし、国語力の充実を目指

して－ 

平成 21･22･23 年度 

キ・ラ・ラげんきっ子教育実践校 

桃 園 小 学 校 

「確かな学力を身につけ、豊かに表現す

る児童の育成」   

－国語科を核に各教科毎における言語

活動を充実させ、言葉の力を育む－ 
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（３） 中学校 

学 校 名 研  究  主  題 指定研究等 

田 辺 中 学 校 
「質の高い学力」（知性） 

－確かな学力の向上－ 

平成 20・21 年度「学力向上プログラム開

発校」 

大 住 中 学 校 

個々の生徒の思考力・判断力・表

現力等を育成するとともに、知的な

好奇心を高めることを通して学力向

上を図るカリキュラムの研究開発 

平成 20･21･22 年度  

京の子ども、夢・未来校（カリキュラム開

発校） 

平成 20・21・22 年度 

キ・ラ・ラげんきっ子教育実践校 

培 良 中 学 校 

「個に応じた指導による学力の充実

と自ら学ぶ態度を育てる授業の創

造」 

平成２１年度 

「やましろ夢・未来っ子」研究推進校（特

別支援教育） 

平成 2１・2２・２３年度 

キ・ラ・ラげんきっ子教育実践校 

 

 



９．平成２１年度　小学校入学児童の経歴

施設

学校名

26 22 0 48

89 33 6 128

39 27 3 69

47 11 0 58

18 0 2 20

34 25 2 61

92 17 3 112

64 25 1 90

113 27 0 140

522 187 17 726

１０．平成２０年度　小学校卒業生の進路状況

区分

学校名 国 立 公 立 私 立 小 計

0 49 7 56 0 0 56

3 89 8 100 0 0 100

2 67 6 75 0 0 75

2 57 4 63 1 0 64

0 10 1 11 0 0 11

0 64 5 69 0 0 69

 2 68 27 97 0 0 97

2 73 7 82 0 0 82

1 62 5 68 0 0 68

12 539 70 621 1 0 622

１１．平成２０年度　中学校卒業生の進路状況

区分

学校名

高等学校
等 進 学

専修学校
各種学校

就 職 者 左記以外

152 0 1 5 158 96.2% 0.6%

193 0 0 2 195 99.0% 0.0%

114 0 1 2 117 97.4% 0.9%

459 0 2 9 470 97.7% 0.4%

合 計

高等学校
等進学率

中 学 校 特別支援
学 校

そ の 他

就 職 率
卒 業 者
総 数

計

計

計そ の 他保 育 所幼 稚 園

計

卒 業 者 内 訳

桃 園 小 学 校

薪 小 学 校

草 内 小 学 校

田 辺 小 学 校

大 住 小 学 校

大 住 小 学 校

松井ケ丘小学校

田 辺 東 小 学 校

普 賢 寺 小 学 校

三 山 木 小 学 校

培 良 中 学 校

大 住 中 学 校

田 辺 中 学 校

田 辺 東 小 学 校

松井ケ丘小学校

薪 小 学 校

桃 園 小 学 校

田 辺 小 学 校

草 内 小 学 校

三 山 木 小 学 校

普 賢 寺 小 学 校
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１２．特別支援学級設置状況

(1) 小学校 (H21.5.1現在）

区分

学校名

知
的
障
害

情
緒
障
害

肢
　
体

不
自
由

病
・
虚
弱

視
覚
障
害

合
計

知
的
障
害

情
緒
障
害

肢
　
体

不
自
由

病
・
虚
弱

視
覚
障
害

合
計

大  住 H9.4.1(1) H18.4.1(1) (2) 3 1 4

田  辺 S31.4.23(1) H19.4.1(1) (2) 3 2 5

草  内 H3.4.1(1) H17.4.1(1) (2) 3 2 5

三山木 H12.4.1(1) (1) 2 2

普賢寺

田辺東 S50.4.1(1) H7.4.1(1) (2) 4 3 7

松井ケ丘 H14.4.1(1) H19.4.1(1) (2) 5 3 8

薪 H14.4.1(1) H14.4.1(1) (2) 4 2 6

桃  園 H17.4.1(1) H19.4.1(1) (2) 3 2 5

合計 (8) (7) (15) 27 15 42

(2) 中学校 (H21.5.1現在）

区分

学校名

知
的
障
害

情
緒
障
害

肢
　
体

不
自
由

病
・
虚
弱

視
覚
障
害

合
計

知
的
障
害

情
緒
障
害

肢
　
体

不
自
由

病
・
虚
弱

視
覚
障
害

合
計

田  辺 S33.4.1(1) H19.4.1(1) H20.4.1(1) (3) 6 3 1 10

大  住 H21.4.1(1) (1) 2 2

培  良 H3.4.1(1) H12.4.1(1) (2) 3 4 7

合計 (3) (2) (1) (6) 11 7 1 19

児童数（人）

生徒数（人）

開設年月日及び学級数

開設年月日及び学級数
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４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 計

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

7 5 4 6 6 5 4 5 5 5 4 56

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33

9 11 7 8 12 11 9 10 7 11 10 105

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33

12 16 20 16 14 14 11 12 15 14 11 155

4月 5月 6月 7月 ８月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

開設回数 17 20 21 14 2 20 22 18 16 17 17 16 200

出席者数 5 12 30 55 9 71 72 68 89 75 83 73 642

１３．教育相談事業実施状況

（１）　京田辺市教育委員会｢教育相談｣事業(独自事業)

目的

場所
市内8会場

 大住小　　　田辺小　　　 草内小　  　三山木小

相談件数

実施回数

相談件数

適応指導教室
（ポットラック）

 田辺東小　  松井ケ丘小   薪　小　　　桃園小

子どもの育ちをめぐる課題を解決するため学校・保護者の教育相談支援

・相談希望者が、各会場の学校に予約連絡にて申込、直接来校願う。

（２）開所場所毎の実施回数と相談件数(平成20年度実績)

相談日時 毎月1回　（火）・(木)　13：00～17：00を原則に開催

相談カウンセラー 臨床心理士３名が担当の各小学校で実施

１４．適応指導教室実施状況

（１）　京田辺市教育委員会｢適応指導教室(ポットラック)｣事業(独自事業)

大住小
草内小
田辺東小

実施回数

相談件数

実施回数

（和田）

　
教
　
育
　
相
　
談

松井ケ丘小
薪小
桃園小

（黒田）

会場

田辺小
三山木小

(杉森)

（２）月毎の適応指導教室開設回数と出席児童・生徒数(平成20年度実績)

・支援ボランティア　　指導員の教室運営の補助・支援

京田辺市興戸北鉾立３１

市内小･中学校において不登校となっている児童・生徒の心の居場所づくりを
大切にし、一人ひとりが元気を回復し、社会の中で自立できるよう支援していく
ことを通して､児童･生徒が自らの進路を考え、学校に復帰することを目的とす
る。

場　　　 所

・担当指導主事による指導と、２名の指導員(メンタルフレンド的役割も担当）に
よる教室運営

月曜日から金曜日まで　9：00～12：00に開設

指導体制

開設日時

目　　　  的
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・

・ 研究協議

・ 講評

・

・ 実践発表

・ 講評

第１回 平成２０年７月３日（木）　１５：００～１６：３０ 京田辺市立中央公民館

平成２０年度京田辺市特別支援教育担当者会議（研修）

２月１２日（木） 午後１時３０分～４時３０分　　市立中央公民館

研修講座・初任者（新規採用）教諭

１５．教職員研修実施状況(平成20年度独自研修実施状況)

平成２０年度新規採用京田辺市立幼稚園･小中学校教諭等研修講座

「初任者として、今大切にしていること」

第１回研修講座

８月２７日（水） 午後１時３０分～４時３０分　　市立中央公民館

教育長挨拶・説示

第２回研修講座

１　講義
　　「通常の学級における支援のポイント」
　
２　事例研究
　　　「困っているケースについて事例研究」

１　課題提議
　　「平成２０年度特別支援教育の課題提起」
　　　－子どもを理解するために－

２　研究協議
　　　各学校の平成２０年度取組計画・達成目標について提出資料を基に研究協議

第２回 平成２１年３月６日（金）　１５：００～１６：３０ 京田辺市立中央公民館

教育長挨拶・説示

「１年間を終えて実践したこと・今後に向けて」

１６．特別支援教育
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Ⅴ 社会教育・社会体育 

１ 社会教育・社会体育の指導の重点                                                                             

    

社会教育・社会体育においては、国・府・市の計画及び各関係委員会や審議会の答

申、提言等の趣旨を踏まえながら、基本的人権の尊重を基盤に市民の自発的な学習活

動や社会参加活動の促進に努め、心豊かな人を育てるまちづくりを目指す。  

そのため、社会教育・社会体育の一層の充実に努めるとともに、関係機関・団体と

連携しながら、市民が生涯にわたって学び続けることができる学習環境の総合的な整

備、充実に努める。  

 

 

        生生生生    涯涯涯涯    学学学学    習習習習    社社社社    会会会会    のののの    実実実実    現現現現            

    

１１１１    生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの振興振興振興振興        

生涯学習推進基本計画に基づいて、学習環境の総合的な整備・充実及び心豊かな社

会をつくる自発的な学習活動の推進を図り、ともに学ぶ生涯学習社会の実現に努める。  

 

(1) 学校及び地域の教育資源を積極的に活用して、学社連携を推進するとともに、

次代を担う青少年を育成するため、体験活動を推進するなど、地域社会全体で

子どもを育てる環境づくりへの支援を充実する。  

(2) 生涯学習事業を推進するため、生涯学習人材バンクやボランティア人材の発

掘や育成に努める。  

(3) 自発的な学習活動を支援するため、情報提供と相談活動の充実に努める。  

(4) 大学や学研(関連)施設等の立地条件を生かし、連携事業や高度で豊富な人的、

物的資源の一層の有効活用に努める。  

(5) 「いつでも、どこでも、だれでも、なんどでも、たのしく」学べる生涯学習

環境を充実するため、生涯学習活動などを支援して、学習や交流事業の拡充に

努める。  

 

２２２２    現代的課題現代的課題現代的課題現代的課題などになどになどになどに関関関関するするするする学習活動学習活動学習活動学習活動のののの推進推進推進推進        

 

生涯にわたる自発的な学習活動の促進に努めるとともに、国際理解、環境、情報な

どの現代的課題に関する学習活動を推進する。  

 

(1) 変化の激しい社会の中で進展する国際化・環境問題・高度情報化を正しく認

識し、それに対応できる人材の育成と学習活動の充実を図る。  

(2) 男女共同参画社会の推進、高齢者の社会参加活動の促進、障害のある人の自


